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柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業 

第三者評価システムの概要 

はじめに 

この第三者評価システムは、「柔道整復師養成プログラムに係る第三者評価システ

ムの構築コンソーシアム」（以下「コンソーシアム」という。）が、平成 27年度に実

施する柔道整復師養成分野の専門学校（以下「柔道整復師養成校」という。）を対象

とする第三者評価モデル事業のために開発したものです。 

コンソーシアムの委員会及び部会における審議では、柔道整復師養成分野における

第三者評価の仕組みはいかにあるべきかについて種々の検討を行いました。認証評価

を制度化している大学等と異なり、専門学校の場合は、柔道整復師養成という専門分

野に特化した評価基準項目のみで評価することは、専門学校教育の質保証という観点

や高等学校関係者等への説明責任を果たす上でも十分とは言えないという結論に至

りました。 

そこで、この第三者評価システムでは、分野別評価基準項目と併せて学校全体の運

営等に関する評価基準項目を一体的に組み合わせた第三者評価システムとして策定

しています。 

今後、このシステムを用いて第三者評価モデル事業を進めていく中で、実施状況を

点検しながら、有効なシステムの構築を目指していきたいと考えています。 
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1 第三者評価の目的 

① 柔道整復師養成校の教育の質・水準の明確化 

この第三者評価システムによる評価を行うことにより、柔道整復師養成校における学校運

営・教育活動の質・水準・内容が明確になります。 

② 柔道整復師養成校の教育の質・内容の向上 

柔道整復師養成校では毎年度自己点検・評価を実施して学校運営・教育活動等の改善を行

い、質の保証・向上に努めています。加えて、透明性・客観性の高い第三者評価を定期的に

受けることにより、教育の質の保証・向上を図ることができます。 

③ 柔道整復師養成校の社会的認知の向上 

第三者評価の評価結果は広く社会に公表しています。その内容は、評価基準の項目毎に体

系的に記述され、柔道整復師養成のために行われている教育の特徴が具体的に示されていま

すので、柔道整復師養成校としての社会的認知を得ることができます。 

④ 柔道整復師養成校のステークホルダーとの協同関係の向上 

第三者評価の評価結果は、学生・保護者・就職先等のステークホルダーとなる人々から高

い関心を持って注目されます。実習や就職などで関わりのある関係施設・企業との継続的な

協同・連携関係を築くうえでも第三者評価は効果があります。 

⑤ 柔道整復師養成校選択への利便性提供 

第三者評価により学校運営・教育活動の質・水準・内容が明確になり、学生・保護者の柔

道整復師養成校の選択、高等学校における進路指導などにおいて利便性を向上させることに

なります。 

2 実施の基本方針 

① 「柔道整復師養成分野第三者評価基準」に基づく評価 

第三者評価を行う上での基準として、「柔道整復師養成分野第三者評価基準」（以下「評価

基準」という。）を定めています。この基準では、一般的な学校全体の運営や教育活動等に関

する評価項目に加え、柔道整復師国家試験及び認定実技審査に合格するために必要とされる

事柄について評価項目を設定し評価を行います。 

② 自己点検・評価に基づく評価 

第三者評価は、評価を受審する柔道整復師養成校（以下「評価受審校」という。）が評価基

準に定める評価項目によって実施した自己点検・評価に基づいて評価を行います。 

③ 柔道整復師など外部者も含む評価 

第三者評価を行う評価担当部会には、柔道整復師や関係団体から評価委員を加えて組織す

ることを方針としています。このことにより、職業実践的な教育の質について専門的な評価

を行うことができます。 

④ 透明性・公正性の高い評価 

第三者評価を実施する手順等は規程により明確に定められ、第一次評価を行う評価担当部

会の評価は第三者評価委員会でその評価の妥当性について検討・審議したうえで評価を定め

ます。その評価結果について評価受審校からの異議申し立てがあれば、審査会で審議して最

終評価を確定する仕組みになっています。 

第三者評価の結果は、第三者評価報告書として印刷し、文部科学省に提出します。また、 
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ぎ讐員 〕 

評価担当部会 1-,扉雇し 
[AJ  	 

I 柔造整復師養成校評価 
~ モデル買施委員会 

~ 

評価受審校のホームページ等には報告書全文が掲載され、報告会等の機会を通じて公表され

ます。 

3 モデル実施機関 

第三者評価モデル事業の実施機関は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構（以

下「機構」という。）と次の柔道整復師関係団体です。機構は代表機関として機構内に柔道整

復師養成校評価モデル実施委員会（以下「モデル実施委員会」という。）を設置し、柔道整復

師養成校にかかる第三者評価モデル事業の運営全般を担当します。 

・公益財団法人柔道整復研修試験財団 

・公益社団法人全国柔道整復学校協会 

・公益社団法人日本柔道整復師会 

・一般社団法人日本柔道整復接骨医学会 

4 実施体制 

(1）組織図 

(2）各組織の委員構成 

① 柔道整復師養成校評価モデル実施委員会 

委員は、前記 3に掲げた関係団体からの推薦者を含め 6名以内で構成するものとし、コン 

ソーシアムが選任します。 

② 第三者評価委員会 

委員は、教育についての専門家又は学識者1名、柔道整復師養成校関係者（理事長、校長） 

1名、柔道整復師団体関係者1名、計 3名で構成するものとし、モデル実施委員会が選任し 

ます。 

③ 評価担当部会 

委員は、教育についての専門家又は学識者1名、柔道整復師養成校の教職員（事務局長又 
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は柔道整復師学科の学科長以上） 2名、柔道整復師 2名、公認会計士1名の計 6名で構成す

ることを基本とし、モデル実施委員会が選任します。 

④ 審査会 

モデル実施委員会が選考した 3名（モデル実施委員会、第三者評価委員会、評価担当部会

の各委員は対象外）で構成します。 

5 評価基準 

柔道整復師養成校の第三者評価に適用する評価基準は、「柔道整復師養成分野第三者評価基 

準書」（本書 13ページ）に定める基準とします。 

(1）評価基準の構造 

評価基準は、次の 4つのカテゴリーで構成され、10 の基準項目（大項目）' 37 の評価項目 

（中項目）とその項目に関する「評価の視点（基本的基準・質的向上の基準）」に分類して体 

系化されています。その構成図は「柔道整復師養成分野の第三者評価イメージ」（本書 29ぺ 

ージ）をご覧ください。 

[I 専門特化した基準・専門技術A] 

柔道整復師として必要な技術等の質的向上を図るための基準で、自己目標設定・成果を評 

価する項目 

[I 専門特化した基準・専門技術B] 

柔道整復師国家試験合格に必要な技術等に関する基本的基準で、学修成果を評価する項目 

［且 共通する基準一 2] 

文部科学省の学校評価ガイドラインに準拠した基本的基準で、自己目標の設定、成果、専 

修学校設置基準、職業実践専門課程の認定要件適合等を評価する項目 

[n 共通する基準一1] 

文部科学省の学校評価ガイドラインに準拠した基本的基準で、主に学校運営、学生支援、 

教育環境、財務、法令遵守等を評価する項目 

(2）評価項目の適用方法 

この評価基準では主として柔道整復師養成学科を対象として評価を適用します。ただし、 

評価項目の中には学校全体を対象とすることが適当と判断される評価項目も含まれています。 

(3）評価結果の表現 

この評価基準による第三者評価の結果は、次のように表現します。 

① 基準項目の評価表現 

10 の基準項目（大項目）について、総合コメントを付けます。総合コメントは、大項目内 

の中項目の評価の概観や特徴を記述し、中項目を見ていく上でガイドの役割を果たします。 

② 評価項目の評価表現 

37 の評価項目（中項目）について、次の 2点に関するコメントを記述します。 

・特長として評価する点 

・更なる向上を期待する点 
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6 評価のステップ 

(1） 評価のステップ図 

(2）評価受審校における取組内容 

① 自己点検・評価の実施 

最初のステップは、評価受審校において自己点検に基づく自己評価を実施することから始

まります。第三者評価における自己点検・評価は、学校が任意に評価項目や方法を定めて行

う自己点検・評価とは異なり、前記 3に掲げた評価基準に基づき、機構の定めた自己点検・

評価報告書の様式に則って実施します。 

② 自己点検・評価報告書の作成と提出 

自己点検・評価報告書は［I 学校の現況］、［且 各基準の基本方針］、LllT 評価項目の分析］ 

の 3部構成となっています。それぞれの記述は以下の要領で行います。 

[I 学校の現況］ 

評価受審校の所在地、沿革、学科構成、学生数及び教職員数、施設の概要など基本的なデ 

ータを掲げて現況を説明し、評価の参考とします。 

［且 各基準の基本方針］ 

10 の基準項目（大項目）について、評価受審校の基本的な考え方、取組みの方向、背景と

なる状況などについて中項目の評価の概観や特徴を踏まえ、1基準につき 2000 字以内で記述

します。 

この内容は評価受審校の考え方の基本を示すことになるものですから、理事長・学校長等

が自ら執筆するか、もしくはその全面的な関与・監修のもとに記述することが求められてい

ます。 
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［皿評価項目の分析］ 

評価基準における 37 の評価項目（中項目）について、それぞれ以下のように記述します。 

［現状とプロセス］ 

評価項目中の「評価の視点」に掲げる事項について現状やこれまでの取組経過などを点検・ 

分析し、2000 字以内で記述します。 

［特長として強調したい点］ 

前項の分析結果を踏まえ、優れた取組として強調したい事項について、1000 字以内で記載 

します。 

［今後の課題と取組の方向性］ 

現状から見て改善すべき点や更なる向上を目指したい課題について、今後の取組計画や検 

討状況等を 1000 字以内で記述します。 

［参照資料］ 

各々の記述内容の証拠となる参照資料を可能な限り添付します。なお、各評価項目におい 

て標準的に添付することを義務付けられている資料目録もあります。 

(3）モデル実施機関における第三者評価の実施内容 

① 評価担当部会による評価 

評価受審校ごとに設置した評価担当部会が、以下の3段階のプロセスで評価を行い、第三 

者評価原案を作成します。 

[1 書面審査］ 

会議形式で委員が自己点検・評価報告書の記述内容や関連参照資料を精査し、各評価項目 

について討議し、不明な点や事実確認を要する点などを整理します。 

[2 ヒアリング調査］ 

評価担当部会が指定した場所で、委員が評価受審校関係者に対して、書面審査時における 

不明な点などを確認し、不足する資料の提出を受け内容を点検します。なお、ヒアリング項 

目はあらかじめ評価受審校に通告します。 

[3 訪問調査］ 

自己点検・評価報告書の記述で評価受審校における確認を要する内容については、委員が 

学校に出向き、関係者の立会いのもとに調査・確認します。また、学生に対するインタビュ 

ーの機会を設けます。 

評価担当部会では、以上の調査をもとに 37 の評価項目の評価と 10 の基準項目についての 

コメントからなる第三者評価原案を作成し、第三者評価委員会に提出します。 

② 第三者評価委員会による評価 

第三者評価原案の提出を受けた第三者評価委員会では、自己点検・評価報告書及び関連資 

料と評価担当部会の評価内容について、評価の妥当性、論理性、公平性などを検討し、問題 

点があれば評価担当部会に確認や追加説明などを求めます。その上で、第一次評価を確定し、 

評価受審校に通知します。 

③ 評価受審校による異議申し立て 

第一次評価の通知を受けた評価受審校は、内容を確認し、評価結果について不服があると 

きは、その根拠と関連する資料等を提示し、審査会に異議を申し立てることができます。 
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④ 審査会による最終評価 

審査会は、評価対象校から提出された異議の内容について、自己点検・評価報告書と第一

次評価と照らし合わせて審査し、最終的な評価を確定します。 

(4）評価受審校への通知と公表 

審査会による最終評価は、コンソーシアムの承認を受けた上で評価受審校に通知され、閲

覧又はホームページへの掲載などの方法で公表することになっています。その際、評価受審

校から提出された異議申立書と審査会の審査結果についても、併せて公表することにしてい

ます。 

また、機構では評価結果を機構のホームページに掲載し公表します。 

7 標準スケジュール 

このシステムに基づく第三者評価の標準スケジュールは別記のとおりです。モデル事業では 

12月中に第三者評価業務を終え、1月から実施結果の点検・取りまとめを行う予定です。 

8 柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業に関する文書 

(1）文書 

① 柔道整復師養成分野第三者評価基準書（素案） 

付属1 柔道整復師養成分野第三者評価基準のイメージ 

付属 2 柔道整復師養成分野第三者評価基準一覧 

② 平成 27年度第三者評価モデル事業実施計画書 
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はじめに 

昭和 51年に発足した専修学校制度は、平成 25年 8月30日付で「職業実践専門課程」の

認定に関する規程が告示・施行され、職業実践教育機関としての特徴をより明確にした教育機関

として新たな段階を迎えています。 

職業実践専門課程は、高等教育機関における職業実践的な教育に特化した新たな枠組みづ

くりに向けた専修学校の専門課程における先導的試行として、「専修学校の質保証・向上に関する

調査研究協力者会議」の平成 25年7月12日付報告を受けて制度化されました。 

認定にあたっては、企業等との密接な連携のもとに、教育課程の編成、実習・演習の実施、教

員研修、学校関係者評価の実施などが要件となっています。 

この評価基準書は柔道整復師関係団体と特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究

機構が中心となり、柔道整復師養成、学校評価等に知見を有する多くの先生方の協力を得て、 

平成 26 年度の文部科学省「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」 

委託事業として策定したものです。 

当該評価基準に従って、来年度、モデル校における第三者評価を実施し検証するとともに、全国

の柔道整復師養成施設のご意見もいただきながら実用化に向け努めてまいります。 

専門学校の皆様、関連する業界団体から、あたたかいご支援をいただき、この評価基準が策定で

きたことにつきまして、改めて心から厚く御礼を申し上げます。 

平成 27年 3月 

柔道整復師養成分野における第三者評価システム構築コンソーシアム

代表機関 特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 
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柔道整復師養成分野第三者評価基準について 

1 基準策定の目的 

柔道整復師養成分野第三者評価基準（以下「評価基準」という。）は、柔道整復師養成課程 

を設置し、職業実践専門課程の認定を受けた専修学校（以下「柔道整復師養成校」という。）が、 

教育活動等の質保証・向上に資するために実施する第三者評価の評価基準として策定しています。 

2 学校評価の意義 

評価基準は、専修学校設置基準及び職業実践専門課程の認定要件等が求めている必須基準

にとどまらず、実践的な職業教育を実施する専修学校教育の多様性、独自性を尊重し、柔道整復

師養成校の教育内容等の充実・発展のための評価基準として策定しています。 

各学校において、この評価基準を適用して自己点検・評価と学校関係者評価を実施し、結果を取

りまとめた自己点検・評価報告書をもとに定期的に第三者評価を受審し、その評価結果をもとに教育

活動等の改善・向上を図っていくことが求められています。 

3 評価基準の基本方針 

(1）評価基準大項目の設定 

評価基準は、以下の 10の大項目で構成されています。 

基準1 教育理念・目的・育成人材像 

基準 2 学校運営 

基準 3 教育活動 

基準4 学修成果 

基準 5 学生支援 

基準6 教育環境 

基準7 学生の募集と受入れ 

基準8 財務 

基準9 内部質保証 

基準 10 社会貢献・地域貢献 

(2）評価基準大項目の構成 

評価基準大項目は、「評価の観点」、「評価項目」と「評価の視点」で構成されています。 
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「評価の観点」は、専修学校制度及び職業実践専門課程の認定要件並びに柔道整復師学校

養成施設指定規則等の趣旨に鑑みて、各学校の自己目標を達成するために基本的な事項につい

ての観点を説いたものです。 

「評価の視点」は、2つの機能があります。第1に評価を受ける各学校にとっての自己点検・評価を

実施し、評価結果をもとに教育活動等の改善が円滑に進めるための指標となるものとして、第 2に第

三者評価機関が評価を行うための視点としての役割を果たすものです。 

評価の判定は、「評価の視点」をまとめた中項目としての「評価項目」単位で行います。 

(3）評価の視点の構成 

「評価の視点」は、次の 2段階に分かれています。 

① 柔道整復師養成校に必要とされる基本的な事項 

各学校が教育目的・目標実現のために、教育課程の編成過程、専任教員数、施設・設備の 

状況など学生の学習環境や教員の資質向上等について、どのように整備し、どのような教育を提供

しているかについて評価を行います。 

② 柔道整復師養成校が行う教育の質を維持向上させていくために評価することが求められる事項

柔道整復師養成校が教育目的の実現を図り、自己目標の達成のために行っている努力と成果に

ついて、評価結果として明確にする必要があります。また、目的・目標の実現のため行っている特色あ

る教育活動等の取組について積極的な評価を行うことが求められています。 

評価では、柔道整復師養成校に必要とされる基本的な事項に加えて、学校が目的の実現に向

けた努力と成果を検証する視点で評価を行います。特色ある教育活動等がどれだけ有効な活動とな

つているか、どれくらい成果を上げているかの視点で評価を行います。 

4 評価結果の表現 

(1）評価基準大項目の評価表現 

10の大項目について、総合コメントを付けます。総合コメントは、大項目内の中項目の評価の概

観や特徴を記述し、中項目を見ていく上でガイドの役割を果たします。 

(2）中項目の評価表現 

37の中項目について、次の 2点に関するコメントを記述します。 

①特長として評価する点 

②更なる向上を期待する点 

なお、評価結果の表現として基準に照らした可否評価あるいは段階評価を示すことについては、今 

後、有効な理論を模索しながら検討を進めることとします。 
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柔道整復師養成分野第三者評価基準 

基準1 教育理念・目的・育成人材像 

この基準で評価を行う学校は、厚生労働省から柔道整復師養成施設としての指定を受けた専門学

校で、実践的な職業教育を実施する教育機関として、文部科学大臣から「職業実践専門課程」の認

定を受けている学校です。 

柔道整復師の養成校数及び就業者数も大都市を中心に増加をしています。一方、柔道整復師の活

動領域は、従来の骨折・打撲・脱臼等の治療に加えて、介護・福祉分野、スポーツ分野などにも広がり、 

健康増進・予防医学分野においても重要な使命を担っています。 

柔道整復師養成校は、柔道整復師に必要な専門知識・技能を教授し、国家試験の合格水準まで

到達させること基本的な目的としています。 

柔道整復師養成校は、このような使命・目的を踏まえ、学校独自の教育理念・目的・育成人材像を

明確に定め、学内外に広く公表するとともに、常に社会環境の変化や関連する業界等の人材二ーズに

的確に応えた教育活動等を行うことが求められています。また、学校は社会の二ーズを継続的に把握し、 

的確な見通しを持って将来構想を掲げていく必要があります。 

この基準では、学校が掲げる教育理念・目的・育成人材像について教育にどのように生かされているか

確認し評価します。 

評 価 の 視 点 
評価の分類 

評価項三 

基本 質向上 

理念・目的・ 

育成人材像 

理念・目的・育成人材像は定められているか 0 

育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材二一ズに適合し

ているか 
0 

社会の二一ズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 0 

※ 評価の分類について 

基本 	「基本的基準（MUST) 」の略。柔道整復師を養成する学校として必要とされる基本 

的な事項を問う評価項目を示します。 

質向上・…「質的向上のための基準（SHOULD)」の略。 学校が教育目的の実現のために基本的

基準を超えて質的向上を図ろうとして実践している事項を問う評価項目を示します。 
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基準2 学校運営 

柔道整復師養成校が教育目的を達成するためには、学校運営に関する明確な方針のもとに具体的

な事業計画を立て、教員組織と事務組織が円滑に執行を進める体制が求められます。そのためには、 

法人及び学内における意思決定のルール、組織の役割分担と決定権限、組織運営等に関する諸規程

を整備するとともに、業務運営の適正化と効率化を図る継続的な努力が必要です。 

この基準では、これらの項目を点検する中で学校運営が適切に行われているか確認し評価します。 

評価項目 評価 の視点 
評価の分類 

基本 質向上 

運営方針・ 

事業計画 
理念等を達成するための運営方針と事業計画を定めているか 0 

運営組織 

学校運営組織を適切に整備しているか 0 

人事・給与に関する制度を整備しているか 0 

特色ある取組 学校運営にっいて、特色ある取組を行っているか 0 

基準3 教育活動 

柔道整復師を養成する学校として、教育課程は修業年限 3年間で認定実技審査と柔道整復師国

家試験に合格できる内容のものとして編成される必要があります。また、卒業後に柔道整復師として企

業勤務や開業するためには、職業の現場で施術活動を実践できる知識・技術や技能がさらに必要とさ

れます。学校における教育活動は限られた時間の中で、これらをできるだけ習得させるように努めることが

肝要です。 

このためには、教育課程の編成に当たり、柔道整復師の業界における最新の人材二ーズをたえず把握

し、’教育課程編成委員会において外部の意見を反映させるとともに、授業評価などを通じて効果を確か

め、より良い教育課程を求めるために研究を行う必要があります。また、成績評価や単位認定の基準等

を明確に示すことも大切です。 

さらに、教育課程を確実に実行するための教員組織として資格要件を備えた教員を配置することはもと

より、柔道整復師の現場に通じた教員の確保や研修体制なども重要です。 
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この基準では、これらの事項について具体的な教育運営の方法等を点検し、教育活動が適正かつ効

果的に行われているか確認し評価します。 

評価項三 評価 の 視点 
評価の分類 

基本 質向上 

目標の設定 

理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 0 

修業年限 3年で柔道整復師国家試験を合格できるように目標設定

されているか 
0 

業界等の人材二一ズに対応した特色ある達成目標を設定しているか 0 

教育方法・ 

評価等 

柔道整復師国家試験受験に必要な教育課程を編成しているか 0
  

教育課程編成委員会を設置し、外部の意見を教育課程に反映して

いるか 
0 

キャリア教育を実施しているか 0 

柔道整復師としての社会的責任を果たすうえで卒業後も継続した学

習が必須であることを認識するための教育を行っているか 
0 

授業評価を実施しているか 0 

教育方法にっいて、特色ある取組を行っているか 0 

成績評価・ 

単位認定等 

成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか 0 

学修成果発表会等で達成度を把握しているか 0 

免許・資格

取得の指導

体制 

柔道整復師国家試験及び認定実技審査のための指導体制はあるか 0 

0 その他の資格取得にっいて、特色ある取組を行っているか 
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教員・ 

教員組織 

資格・要件を備えた教員を確保しているか 0 

企業等と連携し、教員の資質向上への取組を行っているか 0 

教員組織にっいて、特色ある取組を行っているか 0 

【注記1】 

評価項目「目標の設定」中の評価の視点「業界等の人材二ーズに対応した特色ある達成目標を設定

しているか」については、教育目標として次のような専門技術の教育プログラムを掲げているかを問うもので

す。 

1 柔道整復術】骨折の整復技術・脱臼の整復技術・軟部組織損傷の初期措置法などの修得 

2 被覆包帯及び固定包帯術】巻軸包帯での被覆包帯が緩まない包帯・腫脹に対応できる包帯の

技術習得・固定包帯は骨折等の整復位をいかに保持するかの研究および技術の習得 

3 テーヒ。ンクい技術】患部の運動制限・疾痛緩和・血行促進などの研究および技術の習得 

4 後療法】手技療法 軽擦法・強擦法・叩打法などを用いて自然治癒力を活性化させ損傷の早期

回復を図る技術の習得。運動療法 全身運動療法と局所運動療法を併用し機能回復と増進を図

る技術の習得。物理療法 電気・光・温熱・冷却・音波などの物理的ェネルギーを使用して、生体機

能の正常化および恒常性維持機能を高める研究および技術の習得 

5 鑑別技術（ボディナビゲーション体表解剖を含む） 】外見上の症状では判断できない症状を各種

検査法で鑑別する技術の習得。臨床実習にて治療方針を決め、治療し、評価する技術の習得。 

6 医療面接】信頼関係の構築の仕方、主訴、現病歴の確認など 

7 リスク管理】フォルクマン拘縮などの後遺症ノ＼のリスク管理。整復・固定・後療法・自己管理などに対

する指導管理 

【注記 2】 

評価項目「教育方法・評価等」中の評価の視点「柔道整復師としての社会的責任を果たすうえで卒

業後も継続した学習が必須であることを認識するための教育を行っているか」については、生涯学習への

意欲を醸成するような教育として、次のような視点からの教育プログラムを設けて実践しているかを問うも

のです。 

1 生涯学習の重要性を現場で活躍する柔道整復師などから聞く機会を設けているか 

2 卒後研修等の生涯学習プログラムに在学中から参加する機会を提供しているか 

3 「卒後臨床研修制度」をはじめとする生涯学習に対する意欲を醸成するための教育を体系的に行う

よう努めているか 
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基準 4 学修成果 

修業年限 3年間における学修の成果は、柔道整復師国家資格の取得や就職として結実することに

なります。また、卒業後における社会での活躍においても、在学中の学修の成果が反映します。 

柔道整復師養成校における教育活動が適正かつ効果的なものであったかということを端的に示すもの

が学修成果であるといえます。 

この基準では、具体的に就職率、免許・資格の取得率、卒業生の社会的評価などの実績をみること

によって、柔道整復師養成校としての役割をどれだけ果たしているか確認し評価します。 

評価項目 評価 の 視 点 
評価の分類 

基本 質向上 

免許・資格の

取得率 

免許・資格取得率の向上が図られているか 0 

認定実技審査の合格実績は高い水準にあるか 0 

柔道整復師国家試験の合格率は高い水準にあるか 0 

就職率 

就職率の向上が図られているか 0 

就職の実績は高い水準にあるか 0 

卒業生の 

社会的評価 
社会的評価を受けた卒業生の活躍実績があるか 0 

特色ある取組 学修成果の把握にっいて、特色ある取組を行っているか 0 

基準 5 学生支援 

専門学校に入学する学生は未成年者が多く、社会経験も浅い者が少なくないことから、3年間の修

業年限を学修に専念させるためには、学校において適当なサポートを行うことが必要になります。特に、 

学生の様々な問題に対応する相談業務や就職等の進路指導は学内組織として体制を整備し、学生

が意に反して中途で学業を放棄することがないように対策をとらなければなりません。さらに健康管理や遠 
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方から来た学生のための寮の整備など生活面での支援を図り、快適な学生生活の中で学業に励めるよ

うに環境を整えることも大切です。 

また、柔道整復師としての技術や知識の習得は卒業後においても求められていますので、卒業生や社

会人に対する卒後教育の支援体制も整える必要力協ります。 

この基準では、以上のような様々な面での学生支援の状況を確認し評価します。 

評価項目 評価 の視点 
評価の分類 

基本 質向上 

学生生活 

学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 0 

学生の健康管理を行う体制を整備しているか 0 

学生寮の設置などの生活環境支援体制を整備しているか 0 

課外活動に対する支援体制を整備しているか 0 

学生相談 学生相談に関する体制を整備しているか 0 

中途退学への 

対応 

退学率の低減が図られているか 0 

退学率は低い水準にあるか 0 

保護者との 

連携 
保護者との連携体制を構築しているか 0 

卒業生への支援体制を整備しているか 0 

卒業生・ 

社会人 

産学連携による卒後の再教育プログラムの開発・実施に取り組んでい

るか 
0 

社会人の二一ズを踏まえた教育環境を整備しているか 0 

特色ある取組 学生支援にっいて、特色ある取組を行っているか 0 
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基準6 教育環境 

柔道整復師養成校の施設・設備は、専修学校設置基準及び柔道整復師学校養成施設指定規則

に定める基準に基づき適切に整備し、教育運営に支障の生じないように環境を維持する必要があります。 

また、柔道整復師の技術を学ぶに当たっては実習や演習等が不可欠であり、関係企業との連携を密に

し、教育課程を円滑に遂行できるように実施体制を整えることが重要です。 

さらに、日頃から災害への備えを怠らず、防災体制を整備するとともに、学内における安全管理への配

慮をし、学生の安全を守るような取り組みが求められています。 

この基準では、学校における教育環境がどのように整備されているか確認し評価します。 

評価項目 評価 の 視 点 
評価の分類 

基本 質向上 

施設・設備等 
施設・設備は専修学校設置基準及び柔道整復師学校養成施設指

定規則に定める基準に基づき適切に整備されているか 
0 

実習・演習・ 

イソターソシッフ。等 

企業と連携して、実習・演習・インタ一ンシップ等の実施体制を整備し

ているか 
0 

防災・ 

安全管理 

防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 0 

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 0 

特色ある取組 教育環境の整備にっいて、特色ある取組を行っているか 0 

基準7 学生の募集と受入れ 

学生の募集に当たっては、教育の特色や実績などの学校情報を正確に公表し、入学選考基準の明

確化、学納金の適正化などを図り、定員を確保するよう努める必要があります。 

この基準では、学生募集の活動状況や入学選考の状況などを確認し評価します。 

評価項目 評 価 の 視 点 
評価の分類 

基本 質向上 

学生募集活動 学生募集活動を適切、かっ、効果的に行っているか 0 
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入学選考 

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 0 

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 0 

学納金 

経費内容に対応し、学納金を算定しているか 0 

入学辞退者に対し授業料等にっいて適正な取り扱いを行っているか 0 

特色ある取組 学生の募集と受入れにっいて、特色ある取組を行っているか 0 

基準 8 財務 

柔道整復師養成校としての教育活動を円滑に進めるためには財務基盤が安定していることが不可欠

であり、財務分析等を通じて財務の状況を把握するとともに、毎年度の予算及び執行計画に基づく適

正な執行、法令に基づく厳正な監査の実施等の財務運営が求められます。また、財務運営の透明化を

図るため、財務情報の公開を定期的に行う必要があります。 

この基準では、一連の財務運営の実施状況を確認し評価します。 

評価項目 評価 の 視点 
評価の分類 

基本 質向上 

財務基盤 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 0 

学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務分析を行

っているか 
0 

予算・ 

収支計画 
予算及び執行計画に基づき適正に執行管理を行っているか 0 

監査・ 

財務情報の公開 

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施し、財務情報

を公開しているか 
0 

特色ある取組 財務運営にっいて、特色ある取組を行っているか 0 
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基準 9 内部質保証 

柔道整復師養成校は法令や専修学校設置基準等の定めを遵守するだけでなく、職業実践専門課

程の認定要件を満たして適正な教育運営を行うことが義務付けられています。さらに、学校で行われてい

る教育の質について自己点検・評価や学校関係者評価を実施し、不十分な点を改善し、教育情報を

積極的に公開して透明性の高い運営に努め、よりよい教育を提供するための継続的な活動が求められ

ています。 

この基準では、こうした学校自らが教育の質を保証する仕組みが有効に機能しているかを確認し評価

します。 

評価項目 評 価 の 視 点 
評価の分類 

基本 質向上 

関係法令、 

設置基準等の 

遵守 

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行ってい

るか 
0 

職業実践専門課程の認定要件を満たし、適正な教育運営を行って

いるか 
0 

学校評価 

自己点検・評価の実施体制を整備し、評価を行い、結果を公表して

いるか 
0 

学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行い、結果を公表し

ているか 
0 

学校評価に基づく改善に繋げるシステムを確立しているか 0 

学校評価に基づく改善活動は成果を上げているか 0 

教育情報の 

公開 
教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 0 

基準 10 社会貢献・地域貢献 

柔道整復師養成校は公共的な機関として、施設・設備や教員等を活用して広く社会的な活動や地

域への貢献を積極的に行うよう期待されています。学校が自主的に行うこのような活動は、教育的にも

意義があり、学生のボランティア活動への参加などを促す効果もあります。 

この基準では、柔道整復師養成校の社会貢献・地域貢献の実績や学生のボランティア活動の状況を

確認し評価します。 
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評価項目 評価の視点 
評価の分類 

基本 ~質向上 

社会貢献・

地域貢献 
学校の教育資源を活用した社会貢献、地域貢献等を行っているか ) 

ボランテイア 

活動 

学生のボランテイア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っている

か 
0 

特色ある取組 社会貢献・地域貢献にっいて、特色ある取組を行っているか 0 
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付属1 
	

柔道整復師養成分野第三者評価基準のイメージ 
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付属 2 
柔道整復師養成分野第三者評価基準一覧（素案Ver.2.0) 

1/2 

柔道整復師養成分野第三者評価基準の評価項目 評f 断の， 現点 

大項目 中項目 小 項 目 	（評価の視点） 目標 基準 専門 質 成果 

教育理念・

目的・ 
育成人材像 

理念・目的・ 
育成人材像 

理念・目的・育成人材像は定められているか 0 
育成大材像ば専由・分野に関連する業界等oi犬材辛~ズに適合じでしトるが 0 
l社会の＝二ュズ等を踏まえた将来構想を抱いでいるか．..,+.,... 0 

学校運営 

運営方針・ 

事業計画 
理念等を達成するための運営方針と事業計画を定めているか 0

  
運営組織 

学校運営組織を適切に整備しているか 0 
人事・給与に関する制度を整備しているか 0 

特色ある取組 学校運営にっいて、特色ある取組を行っているか 
‘〇 0 

教育活動 

目標の設定 

理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 
, 

0 
修業年限3年で柔道整復師国家試験を合格できるように目標設定されてい
る力ュ 

0 0 
業界等の人材ニーズに対応した特色ある達成目標を設定しているか（別
記例示参照） 0

  
0 

教育方法・ 

評価等 

柔道整復師国家試験受験に必要な教育課程を編成しているか 0 0 
教市響程編成委員会を設置りぐ締巽亭早を教宣課程準厚映ト下I・，pミ・‘ 0 
キャりプ教育を実施じでbうるが・】・，・．・．マ二・．二・.・．マ，・．・．・．‘，・．・．・．‘．・‘ ' 0 
柔道整復師としての社会的責任を果たすうえで卒業後も継続した学習が必
須であることを認識するための教育を行っているか（別記例示参照） 0

  
0
  

授業評価を実施しているか 0 
教育方法にっいて、特色ある取組を行っているか 0 0 

成績評価・ 

単位認定等 

朗概価・修了認定基準を明確化し、適切（こ運用じて時るか・．・．マ．・‘・『 0 
学修成果亮表会奪セ逢成度芽抽握しtいるか．・二・，マ．・．・．・，二・プブ‘・． 0 

免許・資格取得
の指導体制 

柔道整復師国家試験及び認定実技審査のための指導体制はあるか 0 0 
その他の資格取得にっいて、特色ある取組を行っているか 0 0 

教員・教員組織 

資格・要件を備えた教員を確保しているか 0 
企業等と連携篤・教員p資質舟上ごド夏取組を行り翼 pか．・・二・ト＋・二 0 0 
教員組織にっいて、特色ある取組を行っているか '0 0 

学修成果 

免許・資格の 

取得率 

免許・資格取得率の向上が図られているか "C 0 
認定実技審査の合格実績は高い水準にあるか 0 0 
柔道整復師国家試験の合格率は高い水準にあるか 0 0 

就職率 
就職率の向上が図られているか 0 0 
就職の実績は高い水準にあるか 	......',......,.+., 0 0 

卒業生社会的評価 社会的評価を受けた卒業生亘活躍実績があるカv，』．・．マ，‘『．・‘・‘・」二二二 0 0 
特色ある取組 学修成果の把握にっいて、特色ある取組を行っているか 0 0 

学生支援 

学生生活 

学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 0 
学生の健康管理を行う体制を整備しているか 0 
学生寮の設置などの生活環境支援体制を整備しているか 0 
課外活動に対する支援体制を整備しているか 0 

学生相談 学生相談に関する体制を整備しているか 0 
中途退学への 

対応 

退学率の低減が図られているか 0 
退単準は低い水準にあるか’．マ．二・＋・‘二マ.'.'.’ブ二‘了了.・了 ,トト・．‘，・， 0 

保護者との連携 保護者との連携体制を構築しているか 0 

卒業生・ 

社会人 

卒業生誉の支援体制を整備じでviるが＜・Iく・了．‘．・，・．・，・‘・．‘，・‘・‘二二二・ 0 
産￥k醗に・よる卒後の再教育プロララ云め・開兼実加こ瓦り組三】でいるが・ 0 」 

社会人の井Aズを踏きえた数育環章を整値し: 	湊か・ブ」二二・了，マ t・ご 0 
1 

特色ある取組 学生支援にっいて、特色ある取組を行っているか 0 0 

教育環境 

施設・設備等 
施設プ設備は専修学校設置基準及び柔道整復師学校養成施設指定規則．‘ 

トと定める基準に基づき適切に整備されでしうるが・× 中ン×中×・×八 

!
  

"  0 0
  

実習・演習 

・インターンシッフ。等 
企業と連撰じで、実習・演習、インタこン芳尋雄i露制を整粛し気もか“】‘ 

【
 

 

0
  

防災・安全管理 
防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 0 
学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 0 

特色ある取組 教育環境の整備にっいて、特色ある取組を行っているか 0 0 
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の観点の 

目標 自己目標として、学生の学修成果を中心とした目的・目標を設定しているか 

基準 
専修学校設置基準、柔道整復師学校養成施設指定規則に定める基準及び専門学校に必要

とされる基本的な事項を満たしているか 

専門 職業実践専門課程の認定要件及び専門分野に必要とされる基本的な事項を満たしているか 

質 内部質保証への取組や手続きが整備され機能しているか 

成果 認定課程が目的・目標として設定している学修成果等が達成できているか 

2/2 
柔道整復師養成分野第三者評価基準の評価項目 評価の観点 

小 項 目 （評価の視点） 専門 質 成果 目標 き些 中項目 大項目 

学生募集活動を適切、かつ、効果的に行っているか 0 学生募集活動 

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 0 
入学選考 学生の

募集と
受入れ 

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 0 
経費内容に対応し、学納金を算定しているか 0 

学納金 
入学辞退者に対し授業料等について適正な取り扱いを行っているか 0 
学生の募集と受入れについて、特色ある取組を行っているか 0 特色ある取組 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 0 
財務基盤 

0 学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務分析を行っているか 

予算及び執行計画に基づき適正に執行管理を行っているか 0 予算・収支計画 
財 務 

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施し、財務情報を公開

しているか 
監査・ 
財務情報の公開 

0 

0 財務運営について、特色ある取組を行っているか 0 特色ある取組 

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 0 0 関係法令、 
設置基準等の遵守 ’職業実践専門課程の認定要件を満たしこ適正な数育運営を行う気八る力ン， 0 0 

自己点検・評価の実施体制を整備し、評価を行い、結果を公表しているか 0 0 
学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行い、結果を公表しているか 0 0 内部質保証 

学校評価 0 学校評価結果を改善に繋げるシステムを確立しているか 0 
学校評価に基づく改善活動は成果を上げているか 0 U 
教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 0 0 教育情報の公開 
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社会貢献・
地域貢献 学生亘ポラ×ティz活動を奨励区県体的「な活動来援を行hてしiるか中×  0 ボランティア活動 

社会貢献・地域貢献について、特色ある取組を行っているか 0 特色ある取組 

1 柔道整復術】骨折の整復技術・脱臼の整復技術・軟部組織損傷の初期

措置法などの修得 
0 

2 被覆包帯及び固定包帯術】巻軸包帯での被覆包帯が緩まない包帯・腫
脹に対応できる包帯の技術習得・固定包帯は骨折等の整復位をいかに保

持するかの研究および技術の習得 

0 0 

3 テーピング技術】患部の運動制限・落痛緩和・血行促進などの研究および

技術の習得 
0 0 

4 後療法】手技療法 軽擦法・強擦法・叩打法などを用いて自然治癒力を

活性化させ損傷の早期回復を図る技術の習得c 運動療法 全身運動療法

と局所運動療法を併用し機能回復と増進を図る技術の習得。物理療法 電
気・光・温熱・冷去山音波などの物理的ェネルギーを使用して、生体機能の
正常化および恒常性維持機能を高める研究および技術の習得 

教育目標として
設定した専門

技術 

（例示） 

0 0 

5 鑑別技術（ボディナビゲーション体表解剖を含む）】外見上の症状では判
断できない症状を各種検査法で鑑別する技術の習得。臨床実習にて治療

方針を決め、治療し、評価する技術の習得。 

0 0 

0 6 医療面接】信頼関係の構築の仕方、主訴、現病歴の確認など 0 

7 リスク管理】フオルクマン拘縮などの後遺症へのリスク管理。整復・固定・

後療法・自己管理などに対する指導管理 
0 0 

. 

1 生涯学習の重要性を現場で活躍する柔道整復師などから聞く機会を設

けているか 
0 0 

生涯学習の

意欲醸成に

関する評価
項目（例示） 

2 卒後研修等の生涯学習プログラムに在学中から参加する機会を提供し

てし、るカ、 
0 0 

3 「卒後臨床研修制度」をはじめとする生涯学習に対する意欲を醸成する
ための教育を体系的に行うよう努めているか 

0 0 

の色区 

Should 専門特化した基準・専門技術（A)（質的向上のための基準） 

Must /1 ・専門技術（B)（基本的基準となる項目） 

'.'Mustブ． 共通する基準 2 （専門性も含む基準） 

Must 共通する基準 1（基本的基準となる項目。評価研究機構の基準と同一基準） 
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平成27年度第三者評価モデル事業実施計画書 

1 第三者評価モデル事業の目的 

① 柔道整復師養成分野第三者評価基準（素案）に基づいてモデル実施し、評価基準項目、書

類様式及び証拠資料等について問題点等を点検する。 

② 柔道整復師養成分野第三者評価システムに基づいてモデル実施し、評価員の構成や評価の

ステップ等に関する実務的課題を点検する。 

③ 柔道整復師養成分野における第三者評価のモデル実施を通じて評価機関の運営システム

や学校の受審体制の指導方法等に関する実務的課題を点検する。 

2 モデル事業の実施体制 

私立専門学校等評価研究機構と次の柔道整復師関係 4団体が協力してモデル実施機関を設

置し、第三者評価モデル事業を実施する。 

・柔道整復研修試験財団 

・全国柔道整復学校協会 

・日本柔道整復師会 

・日本柔道整復接骨医学会 

3 モデル事業の実施方法 

柔道整復師養成課程を置く専門学校を対象に、柔道整復師養成分野第三者評価基準（素案） 

を適用し、柔道整復師養成分野第三者評価システムに定める方法によりモデル事業を実施する。 

4 モデル評価実施校の選定 

① モデル評価を実施する学校数については、文部科学省の来年度予算の動向等を踏まえて決

定する 

② モデル評価を実施する学校は、柔道整復師関係 4団体で候補校を選定する。 

5 第三者評価モデル事業のスケジュール

別記スケジュール図のとおり 

6 その他 

モデル評価事業の運営経費、評価員に対する報酬等については、平成27年度文部科学省の

委託経費に基づいて決定する。 

以上 
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別記 
	

第三者評価モデル事業のスケジュール 

時期 評価受審校 
柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業コンソ一シアム 

モデル実施機関 事業実施委員会 

2月 

4 月 

9 月 

12 月 

1月 

2 月 

3 月 

I I I r 	 、 
... 評イ面受審校への説明  

「’ ~ ~刊鯵鷺讐奪h ~ 
~ ~ 	三『とヒえ査I児翌ヒ 	~ 

一 	
評イ面員研修資料等作成 	1 、許1皿メ可Tの選疋 j 

Jr 蒼 I モョレ実施委員会開催 L I 	薩集推薦 1 ~ 	（委員会・部会委員選任） r 
I 評イ面員研修会の実施 	〕 

評価担当部会 

「 白コ 上“ ‘而席まロl上舟ノ八垂＝三用太 I ~ I 	=1一方式1火’βTl山干α口盲vノ盲田」ョ司且 」 

『―七元ジラ調査 . 	1 ' 「ヒアリング調査 訪問調査 ’ 
t 	訪問調査へ対応 	』 

，’ 

'IF 

「 	評イ面報告書原案の作成 
一 	一 	 !  

1
1
 

= 、 
モテル事業の中間チエック 

第三者評価委員会」 レ 
検証の方向性検討 

T 	評価書報告書原案の審査 
第―次評価報告書の確認 ・ 

I第一次評価報告書の確定’通知」 

審査会 

異議なし 
I  

' 

異議申立 
A 	 」” 

ー中 -  

異価 議

報 申告 し

書 立の て確 の定 審

・ 査通 

評 	

知  

L 	 I 
ー 	 E 	 

評
価
報
告
書
の
受
理
 

、 

‘ コンソ一シアムの承認 ' ' 
評イ面結果の公表 	1 、 

評 面 結 果 の 公 表 

 

, V 

学内アンケ―ト l- モデル実施校との意見交換 
I- 」 

―一ー 

‘ 	 、 
~ 

モテル許仙実施結果報告 

' Iー→ 

4 	 ■ 	‘' 
評価員との意見交換 

・ ン  

→  

モ次 デ

年 ル度 事
の 業

検 総課 合
題 的

ま 点

と 検め 

の討 ・→  

I 、、  

L、 I一  

『モデル事業成果報告書まとめ  1 

※学校関係者評価に関する処理

はこの図では省略している 

' ' 
コンソ一シアムの承認 

文部科学省に事業報告 
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職業実践専門課程”柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業 

柔道整復師養成分野第三者評価実施要項 

平成27年 3月 
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はじめに 

この要項は、柔道整復師養成プログラムに係る第三者評価システムの構築コンソーシア

ム（以下「コンソーシアム」という。）が平成 27 年度に実施する柔道整復師養成分野の専

門学校（以下「柔道整復師養成校」という。）を対象として実施する第三者評価のモデル事

業（以下「モデル事業」という。）の手順を示したものです。 

モデル事業は、「柔道整復師養成分野第三者評価基準」（以下「評価基準」という。）によ

って実施します。 

また、モデル事業の運営方法や実施スケジュールなどは、これまで特定非営利活動法人

私立専門学校等評価研究機構（以下「機構」という。）が実施した第三者評価の経験を踏ま

え、かつ、適切な評価が実施できるよう評価対象校の状況も考慮しながら計画いたしまし

た。 

今回のモデル事業は、上記評価基準に基づき、評価を受審する柔道整復師養成校（以下 

「評価受審校」という。）が自ら点検し、作成した所定の「自己点検・評価報告書」に基づ

き行います。 

評価結果は、コンソーシアムの成果報告書として公表しますが、評価受審校が自ら公表

することによって、当該学校の教育活動への理解と信頼の向上が期待されています。 

専門学校が行う実践的な職業教育に特徴的な評価の観点に柔道整復師の養成分野に特徴

的な評価の観点を加え、評価受審校の卒業生が活躍する職種等において、いま求められて

いる人材像や必要とされている知識・技術、技能がその学校の教育内容に、的確に反映さ

れているかを重要視して評価を行います。 

モデル事業は、職業実践専門課程の教育の質の保証と向上を目指すものですが、このよ

うな実践的な職業教育ならではの評価の基準を打ち立てることで、専門学校教育の強みを

より社会に明示する機会でもあると考えています。 

モデル事業の実施にあたり、改めてモデル事業の意義や目的をご理解の上、評価受審校

をはじめ、評価委員など多くの関係者の皆様が参加されるよう期待しています。 

平成 27年 3月 
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評価担当部会 評価担当部会 
【A】 	 ［町 

I 評価担当部会 

~ 	[q  
評価担当部会 

［切 

I 第三者評価の目的と基本方針等 

1 第三者評価事業の目的 

(1）柔道整復師養成校の教育の質・水準の明確化 

(2）柔道整復師養成校の教育の質・内容の向上 

(3）柔道整復師養成校の社会的認知の向上 

(4）柔道整復師養成校のステークホルダーとの協同関係の向上 

(5）柔道整復師養成校選択への利便性提供 

2 評価基本方針 

(1) 「柔道整復師養成分野第三者評価基準」に基づく評価 

(2）自己点検・評価に基づき、かつ、参照資料として提出された資料を重視する評価 

(3）柔道整復師など外部者も含む評価 

(4）透明性・公開性の高い評価 

3 評価の対象となるモデル学校の要件 

平成 27年 4月に、完成後（設置している課程、学科の卒業年次に達してから）1年以

上経過している学校を評価の対象とします。 

なお、評価の対象となった学校に完成していない学科や募集停止後学生・生徒が在籍

している学科がある場合は、当該学科も評価の対象とします。 

例】修業年限 3年の学科を設置している場合、平成 23 (2011）年 4月以前に開設した

専門学校を対象とします。 

且 評価の実施体制 

柔道整僕師養成校評価 
モデル実施委員会 

~ 

,ロ r讐委司 

1 実施委員会 

第三者評価事業の運営全般を担当し、柔道整復師関係団体等から選任する委員6名で

構成します。 
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2 第三者評価委員会 

教育についての専門家・学識者1名、専門学校関係者（理事長、校長）1名、柔道整復

師団体関係者1名の計 3名で構成することをし、委員の選任は実施委員会で行います。 

3 評価担当部会 

教育についての専門家・学識者1名、柔道整復師養成校の教職員（事務局長又は柔道整

復師学科の学科長以上）2名、柔道整復師 2名、公認会計士1名の計 6名の評価委員で構

成します。評価委員の選任は実施委員会で行います。 

4 審査会 

実施委員会が選任した 3名（実施委員会、第三者評価委員会、評価担当部会の各委員は

対象外）で構成します。 

5 評価者バンクにおける研修の実施 

第三者評価事業を円滑に進めるために、柔道整復師養成校、関係団体等に推薦を依頼

し、評価者バンクに評価者候補として登録します。登録者に対しては研修を実施し、第

三者評価モデル事業に関する知識習得や評価実務の訓練を行い、実際の評価に備えるこ

とにしています。 

6 評価委員の守秘義務等 

評価委員は「第三者評価における守秘義務に関する規程」に基づき、業務上知り得た

情報及び評価内容に係るいかなる情報も他に漏らしてはならないことになっています。 

また、評価委員は利害関係のある柔道整復師養成校の第三者評価には従事できません。 

ifi 評価基準と評価結果 

1 評価基準 

評価の基準は「柔道整復師養成分野第三者評価基準」を適用して行います。 

2 評価基準設定の考え方 

(1）関連法令や設置基準をクリアしているか 

(2）一般に高等教育に求められる事項や水準を満たしているか 

(3）教育内容、教育活動等が専門分野の関連する業界や職種における人材要件（知織 

・技術・人間性）に基づくものであるか 

3 評価基準の構成 

基準 1 '-1O（大項目）及び点検項目 37（中項目）小項目（評価の観点）の構成にな

っています。大項目及び中項目は次ページのとおりです。 

評価の単位は中項目毎に基準を満たしているか否かを行いますが、評価を行う上での

ポイントとなる具体的な事項を小項目（評価の視点）として設け評価を行います。 
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柔道整復師養成分野第三者評価基準一覧（素案Ver.2.0) 

柔道性復師費成分野第三者評価基準の評価項目 

1/2 

成果 

評価の観点 

基準 専門f 質 
中項目 

理念・目的・ 

育成人材像 

運営方針・ 

事業計画 

学佼迅営1シついて.持色ある取剤はオiー」てし、るか 

理念等に袷った靴青課性の編成方針、実施方針を定めているか 

塾購難溝轟琴I撫臓輸F  

資格・慎件を淵えた教員酬―保しているカ、 

油i語覇瀬嚇聯瓶齢榔蹴排琳り搬無航建繊質離 

教員組織について，特色ある取組を1］っこいるか 

靴職卓の向トが図られているか 

翻細轍i嚇，纏劇藷海片 
就職率 

卒業生利会的評価 

特色ある取組 

〇
 
〇
 0 

巾途退学への 

対応 

保護者との連携 保謹轟との述批休制を砕薬しているか 

麟麟羅峯嬢蕪響繋編繰嚇醍議ない1話・ 
社舞難きi言I詳畑緯尋丑鱒軍戯l巌1獅IILr .r .l:  

猫害‘.桑主・と 

0 

鱗轡難難縛寿難響紗編軸」；‘筒い 
防災に対する糾推体制を雑輔し，嶋叫に運川しているか 

目標 小 項 目 （評価の机点’ 大項目 

理念・11的‘育成人材像は定められているか 
教育理念・

目的・ 

育成人材像 
麟 I{I響 t-1醸無蹄難書 
」章謙醜￥毒毒姫華寄章虎澗詐需斑梅i輝い球軸あ瀞 

0 ,tr“叫申, 振糾昨，牟 

0 

0 理念等を達成するための運営方針と事業計画を定めているか 

0 学挫並営雑織を園切に整備しているか 学校運営 
運営組織 0 入事・給与に関する制度を整備しているか 

0 C)  特色ある取机 
0 

0 0 悟寿q 限3自で柔道整復師国家試験を合格できるよらに日標設定されているか 
目標の設定 

業界等の人材ニーズに対応した特色ある達成目標を設定いているか（別記例ソ1く

参灘, 
0 0 

0 0 柔道整復師国家試験受験に必,お教有課程を編成じo誉か r ー 

紐官隣据糖［臨航舞者柵置E，外併姉頭難費酸斉裡拙接ぼ』皿舞戴必」り’ 0 
0 

教育方法・ 

評価等 
柔道整復師とじての社会的責任を果たナ万亡で卒業後も継続した学習が必須であ

ることを認識十るための教育を竹っているか（別記例示嚇照） 
0 0 

教育活動 0 授業群価を実施しているか 
0 0 教育方法について，特色山乙取組を竹っでいるか 

雌 ti韓1難麟熊隷興鱗Ii4 準鵬轟‘i難1 

緋臨犠娃羅胃導月議閣難把輝●講織寧・.：加誹・・‘・・」 

0 
成績評価・ 

単位認定等 0 
0 0 柔道整復師国家試散肥び認定実住審壷ザ）ための指導体制はあるか 免許・資格取得

の指導体制 0 0 ぞの他｛n宙格取料:つtvこ．特色ある取組を行っているか 

0 
0 0 

教員・教員組織 
0 0 

0 0 免許・資格取得串の向上が図られているか 
免許・資格の 

取得率 
0 0 認定実技審査力合格実績は高、、水準にあるか 
0 0 零道整織師国家試験の合格率は高い水準にあるい 

0 0 
学修成果 

O
 
O
 

I難畑齢蕪要議羅瑚議醜醜響線挿bし）' 

0 学修成巣山把握について、特色ある取組をわってり、るか 

、Ig) 済的側面に対する支披体制を整備しているか 0 
0 学生の臨峨管理を行う体制を整f Lているか 

学生生活 0 学生寮の設置などの生活奥境支援体制を整備しているか 

0 課外活動に対する支握仲制を整叶しでいるか 

0 学生相談に関する体制を轄湘しているか 学生相談 

O
〇
 

0 退讐串の』I轡可鷺鷲ミり軸
塾態昌購博‘1藩興薄1峯辞h' 

学生支援 0 
0 

0 
卒業生・ 

社会人 
〇
〇
 

o  学生支接に・りいて，将色ある取組を行っc、もか 特色ある取組 

難麟織轍麟鷲「唖擢‘藤嚇締血畑接瀬叫寵島 0 0 
施設・設備等 

実習・演習 

・インタ ンシップ等 
0 

教育環境 
0 

防災・安全管理 〇
 

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 

0 0 赦育皿境い轄湘ニつし、て、特色ある取組をi-iっでいるか 特色ある取組 
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0 0 6 医療面接】信頼関係の構築の仕方一E訴、現病歴の確認など 

0 0 
7 リスク管理ーフォルクマン拘縮などの後遺症へのリスク管理に整復・固定・後療法・

自己管理などに対する指導管理 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

教育目標として

設定した専門

技術 

（例示） 

1 柔道整復術．骨折の整復技術・脱臼の整復技術・軟部組織損傷の初期措置法

などの修得 

2 被覆包帯及び固定包帯術‘巻軸包帯での被覆包帯が緩まない包帯川刺長に対

応できる包帯の技術習得・固定包帯は骨折等の整復位をいかに保持するかの研

究および技術の習得 

3 テ ビンゲ技目仁患部の運動制限・落痛緩和・皿行促進などの研究および技術の
習得 

4 後療法 手技療江、軽擦法・強擦法・叩打法などを用いて自然治癒力を活性化

させ損傷の早期回復を図る技術の習得」運動療柱、全身運動療法と局所連動療

法を併用し機能回復と増進を図る技術の習得‘物理療法 電気・光・温熱・冷却・

音波などの物理的ェネルギーを使用して、仕体機能の正常化および恒常性維持

機能を高める研究および技術の習得 

5 鑑別技術（ポディナビゲーション体表解剖を含む）外見 Lの症状では判断てき

ない症状を各種検査法で艦別する技術の習得」臨床実習にて治療方針を決め、 

治療し、評価ナる技術の習得く 

0 0 
0 
0 

特色ある取組 

財務基盤 

単生J「判Iと受入れに・叫‘て、井色ある取組を行ってし、るか 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 

学控＆びりi人運営（こカ功も主要な財務数値に関する財務分析を行っているか 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

内部質保証 
学校評価 

舷購運営について、特色ある取雑を行．‘でし可，か 

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 

孤謙譲陳i輔編曇鼻鵬導僚樹離撒雑漏醜精湖駐馴齢難蟻癒

月己点換・辞叫め実施体制を整舗し、評価を行い、結果を公表しているか 

学佐掛係者詳価の実施体制を幣粥し．評価を行い、結果を公表しているか 

学校評嚇結果をi叱緯に繋げるシステムを確立しているか 

柔道継復師費成分野餌三者評価基準の評価項目 

小項 日 〔評価的梶点） 

学生募集活動を適切、かつ、効果的に行っているか 

大項目 

2/2 
評価の観点 

目標 専門 、成果 基1ち 
中項目 

学生募集活動 

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 

入学迦考に関する実績を把楓L、授業敢善等に活用しているか 

経費内容に対応し、学納金を算定しているか 

入学辞退着に対し畏業糾弊について適正t‘敵り扱いを行っているか 

学生の

募集と

受入れ 0 
0 

入学選考 

学納金 

予算・収支計画 

監査・ 

財務情報の公開 

予算及び執行計画に基づき適正に執行管理を行っているか 

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施し、財務情報を公開してい
るか 

0 財務 

0 

0 0 
0 、0 

0 

0 
0 0 

社会貢献・

地域貢献 

教育情報の公開 

社会貢献・ 

地域貢献 

ボランティア活動 

特色ある取組 

教青情帆に関する情報公皿を和極的に行っているか 

社会賞献・地城貫献についで‘特色ある取組を行プひーるか 

学校評価に基づく改善活動は成果をlげているか 

掛捧抑弾蹴興業壌幣斜押卿瀬か 

灘毎無臨靴用醸奮舞血難、I‘響I鷺嚢喜 鷲響讐簿讐鷺 
’韓kぬ韓難執獅融構亜義森 

特色ある取組 

関係法令、 

設置基準等の遵守 

0 0 

0 0 

0 0 

生涯学習の

意欲醸成に

関する評価

項目（例示） 

1 生涯学習の重要性を現場で活躍する柔道整復師などから聞く機会を設‘ナて‘、 
るか 

2 卒後研修等の生涯学習プログラムに在学中から参加する機会を提供しているか 

3 「卒後臨床研修制度」をはじめとする生涯学習に対する意欲を醸成するための
教育を沫粛的に行・うよう勢的ているか 

目標 自己目標として、学生の学修成果を中心とした目的・目標を設定しているか 

専修学校設置基準、柔道整復師学校養成施設指定規則に定める基準及び専門学校に必要とされる

基本的な事埴をi敵たしているか 

職業梶践専再牒畳の認定更件及ひ専門分野に必要とされる基本的な事II（を満たLでいるか
内部質保証への］良組ゃ手続きが盤備され職能Lているか 

基準 

専門 

質 

成果 認定課程が目的・目膿として設定している学峰成果弊が迷成できているか 

【評価区分の色区分別説明】 

Should 専門特化した基準・専門技術CI')（質的向上のための基準） 

Must 1I 	・専門技術（B)（基本的基準となる項目） 

Mリ試・ 共通する基準 2 （専門性も含む基準〕 

共通する基準 1 (基本的基準となる項目。評価研究概緋の基準と同 基準〉 Must 
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4 評価の最終表現 

(1) 1 0の大項目毎に概観や特徴について総合コメントを示し、大項目内の中項目の評価

の概観や特徴を記述し、中項目を見ていく上でガイドの役割を果たします。 

(2) 3 7の中項目ごとに次の 2点に関するコメントを記述します。 

①特長として評価する点 

②更なる向上を期待する点 

'V 評価のステップ 

1 評価担当部会による評価 

評価受審校毎に設置した評価担当部会は、最初に評価を担当し第三者評価報告書の原

案を作成します。評価は以下の 3つの方法で行います。 

(1）書面審査 

部会委員が自己点検・評価報告書の記述内容、参照資料を精査します。具体的に

は、小項目毎の観点やチェック項目に沿って中項目ごとの記述内容と参照資料によ

り確認することにより、記述内容の不明点、不足資料、確認を要する点などを整理

し明確にします。 

(2）ヒアリング調査 

部会委員は機構が指定した場所で、評価受審校関係者に対して、書面調査時にお

ける不明点などの確認、不足する資料の有無や再提示の依頼、評価書の記述を裏付

ける調査などを行います。 

(3）訪問調査 

評価項目のうち、評価受審校において確認を要する内容については、部会委員が

学校に出向き、関係者との意見交換等を通じて調査・確認します。 

評価受審校側の出席者は、学校長のほか学科長、自己点検・評価の責任者など機

構からの質問に対して責任を持って回答することができる教職員に参加をお願い

します。 

I 
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また、評価受審校と実施日・場所を調整の上、評価受審校関係者が同席しない場

において、学生に対するインタビューを実施します。 

以上の調査を踏まえ、37 項目の点検項目（中項目）の評価と総評についての担当部会の

コメントを内容とした評価書原案を作成し、第三者評価委員会に提出します。 

2 第三者評価委員会による評価 

評価受審校の作成した自己点検・評価報告書及び参照資料と評価担当部会の評価とそ

の内容を記した評価原案に対し、担当部会の評価の妥当性、論理性、公平性などを検討

し、問題点があれば、担当部会に確認や追加説明などを求めます。その上で、機構とし

ての第一次評価を確定し、学校に通知します。 

3 評価受審校による異議申し立て 

機構から通知を受けた評価受審校は、評価の内容について確認し、点検項目の評価結

果について、不服があるときは、その根拠と関連する資料などを提示し、異議を申し立

てることができます。 

4 審査会の最終評価 

審査会は、評価受審校から提出された異議の内容を、自己点検・評価報告書、機構に

よる第一次評価と照らし合わせて審査し、最終的な評価を確定します。 

5 評価受審校への通知と結果の公表 

審査会による最終評価は、学校側に通知します。学校は、これを書面による閲覧やホ 

ームページへの掲載などの方法で公表しなければなりません。 

機構は評価結果を報告書にまとめ、報道機関等へ発表するとともに機構ホームページ

へ掲載するなど一般に公表します。 

V 評価費用 

評価受審校と協定を締結し、第三者評価の実施に関する経費は受託経費で負担いたしま

す。ただし、経費は、文部科学省が示す委託事業要綱等の範囲とします。 

VI 評価スケジュール 

評価受審校への説明 平成 27年 3月 

自己点検・評価報告書提出期限 平成 27年 8月 31日（月） 

評価担当部会による評価 平成 27年9月から 11月 

第三者評価委員会による評価 平成 27年 12月 

評価受審校への通知 第一次評価決定後直ちに通知 

評価受審校による異議申立て 第一次評価通知後 2週間以内 

審査会の最終評価 平成 27年 12月末日までに完了 
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職業実践専門課程・柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業 

自己点検・評価報告書作成要領 

本要領は、柔道整復師養成プログラムに係る第三者評価システムコンソーシアムが平

成 26年度に策定した「第三者評価システム」及び「モデル事業計画」に基づいて

実施する第三者評価を受審する学校が行う「自己点検・評価」の手順と「自己点検・評価

報告書」の作成要領について記載したものです。 

「自己点検・評価」は、各学校が定めた基準に基づき実施するものですが、第三者評価

モデル実施においての自己点検・評価は、「柔道整復師養成分野における第三者評価

基準 Ver. 2. 0]（以下「評価基準」という。）によって、実施していただきます。具体的

には、評価基準の中項目毎に、小項目（評価の視点）の内容に沿って自己点検・評価を

行っていただきます。 

今回、提出していただく「自己点検・評価報告書」は、第三者評価の基礎となるもので、 

記述にあたっては、当事者のみが理解できる表現・文言や抽象的な表現を避け、専門学

校関係者でなくとも十分理解できように具体的で平明な記述をお願いします。また、評価

項目に対する取組には、評価結果の活用、改善への取組も必ず記述してください。 

記述内容の確認、学校をより理解するためには、「自己点検・評価書の記述の根拠とな

る資料やデータ等」以外であっても、記載内容を実証し、報告内容の理解を促進するた

めに必要な資料等は、積極的に提示、提出していただくことが適切に評価を行う上で重

要です。 

「自己点検・評価報告書」の提出後、記載内容の不明な部分や記述が不十分な部分に

ついては修正や加筆をお願いすることがあります。 

また、記載内容を確認するために資料の追加提出をしていただくことがありますので、 

予めご了解願います。 

平成 27年 3月 
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【1】自己点検・評価報告書の構成 

rt 	 5 

〇〇専修学校 

〇〇専修学校 

〇〇専修学校 

n各基準の基本方針 

基準1 教育理念・目的・育成人材像 

'II 各基準の基本方針 	 A 
大項目の 10の基準に対して、学校として

の考え方の基本方針と背景となる状況な

どを 2,000 字以内で基準毎にページを 

ぐめて記述してください。一 
1  

4 

〇〇専門学校 

〇〇専門学校 

〇〇専門学校 

ifi 中項目の分析 

37 の点検中項目について点検・分析し

考え方、現状とそのプロセス、特徴として

強調したい点、今後の課題に分け

全体4, 000字以内で記述してください。 

	ノ 

【1-1】理念・目的・育成人材像 

・現状とそのプロセス 

・特長として強調したい点 

・今後の課題と取組の方向性 

目 次 

I学校の現況 

II各基準の基本方針 

'IT中項目の分析 

〇〇専修学校 

	 1 

	 2 

	 3 

『目次中項目毎にヘー ンを表記  

t ※ヘーンを自動更新する様式になっています。  

〇〇専修学校 

平成 27年度文部科学省受託事業 

職業実践専門課程 

柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業

自己点検・評価報告書 

表紙 学校名、日付を表記 

平成 27年 月 日

〇〇〇専修学校 

」 
し 

〇〇専修学校 

I 学校の現況 

(1）学校名 

(2）所在地 

(3）沿革 

(4）学科の構成 

(5）学生数及び教員数 指定資料 

(6）施設の概要 指定様式資料 

II 
	学校の現与 
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「で鷲讐’己点検評価の記述 

~に慕議器Iな照資料の名1 2. 上記記述内容を確認する参照資料の名称と資料番号を記述 

~ 	n）特長として強調したい点 

1）現状とそのプロセス 

五）特長として強調したい点 

血）今後の課題と取組の方向性 

[2】自己点検・評価と報告書作成のプロセス 

I.学校の現況の記載 

学校の名称、所在地、沿革、学科構成、学生数及び教員数、施設の概要を記述。 

※学生数・教員数、施設の概要については、指定様式に記述し別紙参照資料集に綴ってください。 

り 
I 且 .各基準の基本方針 

「基準書」1-10の基準に対して、学校の基本方針を記述。 

~ー 
皿.点検中項目ごとの分析と記述 

「基準書」1,-,--10 の基準に対応する 37 の中項目毎に点検・分析し、自己評価を記述。 

迂ニー 

      

~  
~ w 自己点検’評価報告書のチェツクポイント 

       

       

       

       

1 関係法令や自校の規程ルールを遵守・適用・運用した記述になっているか 

2 実績等のデータを活用した実証的な記述になっているか 

3 過度に重複した記述はないか 

4 記述内容に矛盾（例えば大項目の記述と中項目毎の記述）はないか 

5 くどい言い回しを避け、簡潔で、率直で、誰でも理解できる記述になっているか 

6 実証する資料に基づき、具体的に、改善への取組を意識した記述になっているか 

, 

~ V  参照資料の取りまとめ・作成 

中項目分析における参照資料・データを別に綴り、参照資料集を作成。 

-JIコ＝ー 
VI．自己点検・評価報告書の提出 
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[3】自己点検・評価報告書の記述要領 

「自己点検・評価報告書」の様式は、配付したCD-Rに収録しているファイル様式を使用して作成 

してください。 使用する文字のポイント、ページ番号は、以下のとおりです。 

(1)「自己点検・評価報告書」は、A4縦長で使用し、横書きで記述してください。 

(2）原則として、以下の文字種を使用してください。 

日本語は明朝体で全角 英数字は明朝体で半角 

(3）原則として、文字の大きさはl0.5 ポイントを使用。 

(4) 「学校の現況」のページ以降、中央下に通し番号（ページ番号）を付けてください。 

(5）各ページの右上に学校名を記載してください。（表紙は除く） 

記述は「です・ます調」ではなく、「である調」で書いてください。 

[4】様式毎の記載方法 

I.学校の現況 

I 学校の現況 

(1）学校名及び設置者（学校法人名・代表者） 

(2）所在地及び認可年月日（所轄庁名） 

(3）沿 帯ー一一ーーーーーーーー 

設立から課程・学科の設置経過など、概要を記述

してください。 

(4）課程・学科の構成（平成 27年 4月 1日現在） 

(5） 学生数及び教員数

※学科毎に記述 

学生数 専任教員数 非常勤教員数 

平成 27年 5月1日現在 

平成 26年 5 月 1日現在 

平成 25年 5 月1日現在 

(6） 施設の概要 

ミミこ～ 
別途指定様式に記入してください。 

指定様式は配付のCD-Rに収納してあります。 

調査時点は、学校基本調査の毎年 

5月1日現在です。調査票の写しを

必ず添付してください。 

	門 
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立.各基準の基本方針 

                  

                                   

                                   

                    

〇〇〇〇専修学校 

      

    

II．各基準の基本方針 

                   

    

基準1 教育理念・目的・育成人材像等 

                

                                   

                               

学校としての基本方針、達

成しようとしている目標、取

組内容や背景となる状況

などについて 

1,--10 の基準大項目の各

点検中項目に沿って記述

してください。 

記述方法は自由ですが、 

適宜項目立て、箇条書き

など分かりやすく記述して

ください。 

字数は 2,000 字以内で

す。 

  

                                 

                                 

                                 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                 

           

ここでは、学校の考え方を総括的に

記述するもので、第三者評価を進め

ていく上で、評価者が学校の内容を

理解し、分析・評価するために重要な

記述です。 

学校組織の意思表示として、学校経

営の責任者自らによるか、全面的な

関与のもとに記述してください。 

注）後述の中項目との矛盾した記述

にならないよう注意してください。 

           

                                   

                                   

                 

以下同様に、基準 1'lo毎に記述 

        

                                   

- 48 ー 



・今後の課題と取組の方向性 

L 	  

基準 1-.--'o の 37 の項目毎に記述。 
〇〇〇〇専門学校 

III．評価項目の分析 

基準1 教育理念・目的・育成人材像等 

評価項目【1-1】理念・目的・育成人材像は定められているか 

・現状とそのプロセス 

・特長として強調したい点 

字数は 1, 000字以内 

「専門学校等評価基準書」 

の小項目、評価の視点に

沿って分析し記述してくだ

さい。 

現状は、取組や活動内容

等の客観的事実を具体的

に記述し、必要に応じて、 

現在に至る経緯や過去の

状況も含めるなど根拠とな

る資料やデータなどを示し

て、具体的に記述してくだ

さい。 

中項目について学校が設定

している目標や到達点、社

会環境の変化などにより「今

後の課題」、「取組の方向

性」として認識する点につい

て記述してください。 

■ 

学校が具体的な目標や計画を設定している場合、その内容を明らかにし、自己評

価に目標等の達成状況を反映させることによって、学校の取組の特徴をうまく表現

できます。 

参照資料欄 

根拠となる資料・データ等、上記に記載しない資料は、資料名をこ

の欄に記述し、参照資料集に綴ってください。 

記述が具体的でない表現（例示） 

・多くの成果をあげ、高い評価を受けている。 

・理念、目的は教職員に周知され、広く公表されている。 

・満足度が高い。授業評価を踏まえ改善している。 

字数は 2,000 字以内 

データ名 （出典〇〇） 

根拠となる資料・データ等は、状況説

明などとの関係が容易に確認できる位

置に記載し、出典を必ず明記すること。 

字数は 1,000 字以内 

III．評価項目（中項目）の分析 
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Iv．参照資料集の作成要領 

参照資料集は、点検中項目の観点やチェックリストに基づき、現状分析を行う際に必要となる資

料や記述内容を確認するために必要な資料・データを集めて綴り作成するものです。 

別紙資料に示した一覧は、これまでに実施した第三者評価で評価を受けた学校が提出した資料

に評価担当部会から提出を求めた資料等を加えて作成したものです。 

これらは例示であり、全ての資料・データ等を要求するものではありませんが、参照資料集は評価

を行う上で、学校が記述した内容の根拠を示す重要なものですので、精査の上、作成願います。 

（作成上の注意） 

参照資料集の作成する際は、1ページの図にあるように、資料番号の連番を左上につけ、参照

資料集としてまとめ、目次をつけて提出してください。参照資料集は別冊で作成してください。 

[5】自己点検・評価報告書の提出 

I．提出方法 

自己点検・評価報告書は、紙媒体 8部、電子媒体1部を提出してください。紙媒体の自己点検・

評価報告書は、両面印刷（表紙の裏は白紙）とします。 

根拠となる資料・データについては、参照資料集としてファイルし8部提出してください。 

電子媒体は、CD-R で提出してください。ケースにタイトル（学校名と「自己点検・評価報告書」） 

を必ず表示してください。 

且.提出期限 

平成 27年 8月 31日（月）必着 

皿．提出先 

〒151-0053 渋谷区代々木ト58-1石山ビル 6F 

特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 

提出にあたっては、送付資料の箱の表左側に「自己点検・評価報告書在中」と記載してください。 

W．その他 

提出した書類に不備がある場合は、再提出または追加提出を求めることがありますので、ご承

知おき願います。 
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【の
】
謙
冊
難
叫
（
禄
畔響
淘
g
噂
皿
簿
●
％
難
）
 

【学生数及び教員数内訳表】 
	

資料番号； 

課程名 学科名 定員 
27.5.1 
在籍数 

定員 
充足率 

専任 
教員数 

兼任 
教員数 

26.5.1 
在籍数 

定員 
充足率 

専任 
教員数 

兼任 
教員数 

25.5.1 
在籍数 

定員 
充足率 

専任 
教員数 

兼任 
教員数 

〇〇医療 
専門課程 

（昼間部） 

う 	4月ラ 

i 	0月フ 

合計 

（夜間部） 

※4月入学 

※10月入学 

※ 課程名・学科名は例示です、学校の設置内容に従って適宜記入ください。 

※ 例示のように新しい年度順にデータを記載する。 



( 

【7】指定様式（施設の概要） 

【学校の現況（5）施設の概要】 資料番号】 

(1）校地 

  

    

基準面積 総面積 専 	用 共 用 

校
 
地
  

（うち借用 

H11 

rn2) 

m 

（うち借用 	m2) 

m 

（うち借用 ‘ 

内訳 

総面積 専用 共用 備
 
考
 

校舎敷地面積 m2 2m
2
 

 rrf 

運動場 2m
2
 

 
2

r
r
f
  

m2 

その他 2m
  

2m
2
 

 2m
  

基準面積 総面積 専 用 共 用 備 考 

~ 2m
  

2m
2
 

 2n
  

内訳 

名 称 室数 面 積 専 用 共 用 備 考 

普通教室 2m
2
 

 2m
  

m2 

〇〇教室 

演習室 

実習室 

講 堂 

保健室 

図書室 

その他 

合 計 
1 

(3 ）その他の施設（学生寮・校外施設等） 

名 称 総面積 専用 共用 備 考 

2r
n
 

 
苗 2m

  

※配置図を添付してください Q （簡易なもので結構です。） 

-52 ー 



【8】指定様式（就職状況一覧） 

資料番号 

【就 職 状 況 一 覧】 

学 科 名 項 	目 平成26年度 平成25年度 平成24年度 

卒業者数（A) 

就職希望者数（B) 

就職者数（C) 

専門分野就職者数（D) 

全体就職率（%=C/A) 

希望者就職率（%=C/B) 

専門就職率（%=D/C) 

卒業者数（A) 

就職希望者数（B) 

就職者数（C) 

専門分野就職者数（D) 

全体就職率（%=C/A) 

希望者就職率（%=C/B) 

専門就職率（%=D/C) 

卒業者数（A) 

就職希望者数（B) 

就職者数（C) 

専門分野就職者数（D) 

全体就職率（%=C/A) 

希望者就職率（%=C/B) 

専門就職率（%=D/C) 

合 

卒業者数（A) 

計 

就職希望者数（B) 

就職者数（C) 

専門分野就職者数（D) 

全体就職率（%=C/A) 

希望者就職率（%=C/B) 

専門就職率（%=D/C) 

※ 例示のように新しい年度順にデータを記入してください。 
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[9】指定様式（資格取得状況一覧） 

資料番号】 

【資格取得状況一覧】 

資 格 名 称 
（関連学科名） 

項 	目 平成26年度 平成25年度 平成24年度 

（〇〇〇〇学科） 

受験者数（A) 

合格者数（B) 

合格率（%=B/A) 

参考】全国平均値 

受験者数（A) 

（〇〇〇〇学科） 

合格者数（B) 

合格率（%=B/A) 

参考】全国平均値 

（〇〇〇〇学科） 

受験者数（A) 

合格者数（B) 

合格率（%=B/A) 

参考】全囲平均値 

（〇〇〇〇学科） 

受験者数（A) 

合格者数（B) 

合格率（%=B/A) 

参考】全国平均値 

（〇〇〇〇学科） 

受験者数（A) 

合格者数（B) 

合格率（%=B/A) 

参考】全国平均値 

※ 例示のように新しい年度順にデータを記入してください。 
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コ
O
】
謙
冊
難
叫

（尚
極
舞
泌
ー
碑
）
 

資料番号二 

【退 学 状 況 一 覧】 

学 科 名 

平成26年度 平成25年度 平成24年度 

i生数 退学者数 退学率 在校生数 退学者数 退学率 在校生数 退学者数 退学率 

1年生 

2年生 

計 

1年生 

2年生 

3年生 

4年生 

計 

1年生 

2年生 

~ 	計 A 
合 	計 



【教員名簿】 資料番号 
謙
冊
慕
叫
（
鱒皿
的
濃
）
 

最終学歴 在籍年数 担当学科 担当科目 週授業時数 教員資格該当項目（設置基準18条） NO 氏 名 専・兼 



評価担当部会業務の概要 

1 第三者評価事業における役割 

評価受審校が提出した自己点検・評価報告書、参照資料等に基づく書面調査、ヒアリング調査

及び訪問調査を実施して、評価担当部会としての評価を行い、第三者評価書原案を作成し、第三

者評価委員会に提出します。第三者評価委員会は内容を審査し、第一次評価を決定し、評価受審

校に通知します。 

2 部会構成員（6名） 

教育に関する専門家又は学識者（1名）、柔道整復師養成校の教職員（事務局長又は柔道整復師

学科の学科長以上）(2名）、柔道整復師（2名）、公認会計士（1名） 

委員の中から部会長（通常は学識経験者）を選任します。 

3 部会評価業務の内容 

① 書面調査 

自己点検・評価報告書の記述内容を参照資料等で確認し、不明な点、追加提出を求める資料、 

確認を要する事項などを抽出し、評価受審校に連絡します。 

② ヒアリング調査 

機構が指定した場所で、事前連絡に基づき、不明な点や不足資料の確認を行います。 

③ 訪問調査 

評価項目のうち、実地に確認を要する事項について、評価受審校を訪問し、学校関係者の立 

会いのもとで調査・確認します。また、学生に対するインタビューの機会を設けます。 

④ 第三者評価原案の作成 

①～③の調査結果に基づき、評価項目（37 項目）の評価と基準項目（10 項目）に関する総合 

コメントを記述した第三者評価原案を作成し、第三者評価委員会に提出します。 

4 実施時期及び業務量（予定） 

No. 業務区分 業務内容 業務態様 実施時期 業務量 

1 ミーテイング 評価方針等協議 会議 

27年 

2時間 

n乙
 

書面調査 
自己点検・評価報告書審査

疑間点等抽出 

書類審査 

分析・判断 

6時間 

(2h×3回） 

3 ヒアリング調査 疑問点の確認 ヒアリング 
9月 

l 
27年 

11月 

2時間 

4 訪問調査 施設等の確認・学生インタビュー 視察・インタビュー 2時間 

に
U
  

原案作成 
評価の決定 

コメント作成 

会議 

文書作成 

4時間 

(2h×2回） 

6 第三者評価委員会 委員会説明等 会議等 2時間 

計
  

＊延べ実日数7'-8日（1日当たり約2時間程度） 

＊ヒアリング調査及び訪問調査は同日に行うことがあります。 

＊部会における評価は協議の上、決定します。 

*1.及び6は、原則、部会長のみの出席 

18時間 

(2h×9回） 

5 謝礼・その他 

① 謝礼 1回当たり（未定）、 旅費定額 （未定） 

② 評価業務研修会（2 時間程度）を 7'-8 月に開催します。（内容は別途案内） 

③ 事務局が書類審査や関連データのチェック、評価担当部会の会議資料作成、評価原案の素案 

作成などを行い業務の円滑な推進を図ります。 
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私立専門学校等評価研究機構 

第三者評価における守秘義務に関する規程 

平成21年11月 30日制定 

第1条 特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構（以下「機構」という。）が実施す

る第三者評価（以下「第三者評価」という。）に従事する評価者は、第三者評価の目的

及び意義を十分に理解し、専門学校等教育の充実向上に貢献するこどを使命とし、公正

誠実に評価活勤に従事しなければならない。 

第 2条 本規程において評価者とは、以下の各号に該当するものをいう。 

(1）第三者評価に従事するすべての委員会の委員及び評価スタッフ 

(2）異議申し立てにかかる審査会の委員 

第 3条 評価者が評価活動を通じて収集した情報は、第三者評価以外の目的に使用してはなら

ない。 

第4条 評価者は、第三者評価申請校が提出又は閲覧に供した資料及び訪問調査その他の評価

活動を通じて得られた情報を漏洩してはならない。なお、この守秘義務は、評価活動の

終了後も継続するものとする。 

2 前項の義務は、次の各号については適用されないものとする。 

(1）評価者が第 2条第1項各号の委員等として委嘱されているという事実 

(2）公表を前提として機構が作成した刊行物その他の資料 

(3）当該年度の第三者評価結果が機構から公表された後における当該年度の第三者評価

に従事したすべての評価者の氏名 

第 5条 評価者は、機構事務局から送付された第三者評価に関する資料を、評価活動終了後す

みやかに機構事務局に返却しなければならない。 

第6条 機構は、第三者評価申請校が提出した資料について、次回以降の第三者評価のために 

1部保存するほかは、外部に漏洩することのないよう適切な方法で処分するものとする。 

第 7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は別に定める。 

附 

この規程は、平成21年12月1日から施行する。 
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特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 

個人情報の保護に関する規程 

平成21年11月 30日制定 

第1章 総 

（目 的） 

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行令に

基づき、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構（以下「機構」という。）に

おける個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定め、機構の業務の適正かつ円滑な運

営を図りつつ、個人の権利利益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第 2条 本規程における用語の定義は、以下の各号のとおりとする。 

(1）個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、 

それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

(2）個人データ 

特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成 

したもの、又は特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した

ものとして政令で定めるものをいう。 

(3）保有個人データ 

開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を

行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることによ

り公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの、又は一年以内の政令で定

める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 

（責 務） 

第 3条 機構は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、個人情報の取り扱いに伴う個人の権

利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

2 機構の役員及び職員並びに機構の業務に従事している者は、この規程及び規程と関連

する機構の他の規程等並びに関係法令を遵守するとともに、職務上知り得た個人情報を

漏洩し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いたときも同様とする。 

（管理責任者） 

第4条 個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、管理責任者を置く。 

2 管理責任者は、事務局長をもって充て、個人情報保護のための業務について、総括的

責任と権限を有する。 
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第2章 個人情報の収集及び利用 

（利用目的の特定） 

第 5条 機構は、個人情報を取り扱うに当たっては、当機構の業務の遂行上必要な範囲内で、 

その利用目的を可能な限り特定しなければならない。 

2 機構は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。この場合において、相当の関連性 

の有無の判断は、管理責任者が行うものとする。 

（収集の制限） 

第6条 個人情報の取得は、適正かつ公正な手段により行わなければならない。 

2 個人情報は、次に掲げる場合を除き、本人から直接取得するものとする。 

(1）本人に同意があるとき。 

(2）法令等に定めがあるとき。 

(3）出版、報道等により公にされているとき。 

(4）個人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(5）その他本人以外の者から収集することに、相当の理由があるとき。 

（利用目的の通知等） 

第7条 機構は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を 

除き、すみやかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。 

2 機構は、利用目的を変更した場合、変更された利用目的を本人に通知し、又は公表し

なければならない。 

3 前 2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1）利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、 

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(2）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより機構の権利又は正当な利益を害 

するおそれがある場合。 

(3）国等の機関が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で 

あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を 

及ぼすおそれがあるとき。 

(4）取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

（利用及び提供の制限） 

第 8条 収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、または提供してはならな 

い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

(1）法令に基づいて利用し、又は提供するとき。 

(2）本人の同意に基づいて利用し、又は提供するとき及び本人に提供するとき。 

(3）個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(4）その他利用し、又は提供することに相当の理由があるとき。 
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第 3章 個人情報の管理 

（個人データの適正管理） 

第9条 個人データは、定められた目的の範囲内で、常に正確、安全かつ最新のものとして保

有されなければならない。 

2 個人データは、漏洩、段損、改ざん、滅失の防止その他適切な管理を行うために必要

な措置が講じられなければならない。 

3 不必要となった個人データは、確実かつ迅速に廃棄又は消去されなければならない。 

（取り扱い等の委託） 

第10条 機構は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託

された個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行

わなければならない。 

2 前項の場合においては、当該委託に係る契約書等に、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。ただし、委託の内容または性質により、記載する必要がないと認められる

事項については、この限りでない。 

(1）委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人

データを漏らし、または盗用してはならないこと。 

(2）当該個人データの再委託を行うに当たっては、機構にその旨を文書をもって報告す

ること。 

(3）委託契約期間 

(4）利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における廃棄若しくは削除を適切か

つ確実に行うこと。 

(5）委託先における個人データの加工（委託契約の範囲内のものを除く。）、改ざん等

の禁止または制限 

(6）委託先における個人データ情報の複写または複製（安全管理上必要なバックアップ

を目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。）の禁止 

(7）委託先において個人データ漏洩等の事故が発生した場合における機構への報告義務 

(8）委託先において個人データの漏洩等の事故が発生した場合における委託先の責任 

第4章 個人情報の開示、訂正および利用停止 

（利用目的の通知の請求） 

第11条 個人情報の本人から、保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、郵便、 

電話、電子メールなどにより連やかに通知する。 

2 前項で利用目的を通知しない旨を決定したときは、すみやかに個人情報の本人にその

旨を通知する。 

（情報の開示の請求） 

第12条 個人情報の本人から、保有個人データの開示を求められた場合は、本人であることを

確認したうえで、次の場合を除き当該保有個人データを書面又は本人の同意する方法に

より開示する。 

(1）本人又は第三者の生命、身体、財産等の権利利益を害するおそれがある場合 
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(2）機構の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(3）他の法令に違反することとなる場合 

2 前項で開示しない旨を決定したときは、すみやかに個人情報の本人にその旨を説明す

る。 

（情報内容の訂正・追加・削除の請求） 

第13条 個人情報の本人から、保有個人データの内容が事実でないことを根拠に内容の訂正、 

追加又は削除を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で調査した結果に基

づいて措置を決定する。 

2 前項で訂正等の措置をした場合又は措置をしない旨を決定したときは、すみやかに個

人情報の本人にその旨を通知する。 

（情報の利用の停止・消去の請求） 

第14条 個人情報の本人から、保有個人データについて、目的外の利用あるいは不正な手段に

よる取得を理由に利用の停止又は消去を求められた場合は、必要な調査の結果に基づい

て措置を決定する。 

2 個人情報の本人から、保有個人データについて本人の同意なく第三者に提供されたこ

とを理由に第三者への提供の停止を求められた場合で、相当の理由があることが判明し

たときは、直ちにこれに応じる。 

3 前 2項で当該保有個人データの利用の停止、消去または第三者への提供の停止の措置

をした場合又は措置をしないことを決定したときは、すみやかに個人情報の本人にその

旨を通知する。 

（理由の説明） 

第15条 保有個人データについて個人情報の本人からの請求による利用目的の通知、開示、内

容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止の措置をしないとき又

はその措置と異なる措置をする場合は、個人情報の本人に対しその理由を説明する。 

第 5章 雑 

（苦情の処理） 

第16条 機構は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら

ない。 

（漏洩等の事実の通知） 

第17条 機構の役員および職員並びに当機構の業務に従事している者により、保有あるいは取

り扱いを委託している個人情報の漏洩があった場合は、すみやかに管理責任者に報告す

るとともに、漏洩の内容を個人情報の本人に通知する。 

附 

この規程は、平成21年12月1日から施行する。 
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〇〇専修学校 

職業実践専門課程・柔道整復師養成分野第三者評価モデル事業 

自己点検・評価報告書 

（抜 粋） 

平成 27年 月 

〇〇〇〇専修学校 
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〇〇専修学校 

I．学校の現況 

(1）学校名及び設置者（学校法人名・代表者名） 

(2）所在地及び認可年月日（所轄庁名） 

(3）沿 革 

※設立から課程設置（学科）の経過など概要を記述してください。 

(4）課程・学科の構成（平成 27年 4 月 1日現在） 

課程名 学科名 開設年月日 修業年限 入学定員 収容定員 

合 計 

(5）学生数及び教員数； 

※複数の学科を設置している場合は、学科毎の数値を指定様式に記載の上参照資料に綴ってください。 

学生数 専任教員数 兼任教員数 

平成27年5月1日現在 

平成26年5月1日現在 

平成25年5月1日現在 

※ 非常勤教員は兼任教員数欄へ記入してください。 

教員名簿を別途指定様式に記入の上参照資料に綴ってください。 

(6）施設の概要 

別紙資料のとおり 

※指定様式に記載の上、参照資料に綴ってください。 
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〇〇専修学校 

II．各基準の基本方針 

基準1~10 までについて、学校としての基本的な考え方、取組みの方向、基本方針とその背景となる状

況などを総括的に記述してください（1基準当たり、2,000 字以内・字の大きさ明朝 10.5 ポイント・自由記
述）。 

基準I 教育理念・目的。育成人材像 
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〇〇専修学校 

III．評価項目 （中項目）の分析・ 
考え方や方針、現状、現状までのプロセス、特徴として強調したい点、今後の課題となる点などを、評価

の視点（小項目）を参照し、可能な限り小項目に言及して記述してください（1評価項目は「現状とそのプロ

セス」2,000 字以内、「特長として強調したい点」1,000 字以内、「今後の課題と方向性」1,000 字以内、明

朝体 10.5 ポイント）。 

最後に記述内容の根拠となる資料や確認することができるデータなどの参照資料名を記述してください。 

記述した資料は、連番号を付し、「別冊参照資料集」として綴って、提出してください。 

基準I 教育理念・目的・育成人材像 
中項目【1-1】 理念・目的・育成人材像 

．現状とそのプロセス 

．特長として強調したい点 

・今後の課題と取組の方向性 

【参照資料】 
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〇〇専修学校 

基準2 学校運営 

中項目【2-2】 運営方針・事業計画 

．現状とそのプロセス  

．特長として強調したい点 

・今後の課題と取組の方向性  

「【参照資料】 
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【参 照 資 料 
	

覧】 

注）資料名にうち※印は必ず提出ください。この他に、記述内容を確認する資料は必ず提出ください。但し、資料名称は参考で、実際の資料名に訂正の上、資料集を作成ください。 

区分 番号 料 資 	料 	（ 7) 	内 	容 	説 	明 

教
育
理
念

等
・
学

校
運

営
  

1 学則 ※ 認可、届出済みのもの 	注）記載事項 学校教育法施行規則第4条 

2 〇〇専門学校教育理念・教育目標 ※ 理念・目標等が明記された印刷物等 

3 入学案内書・募集要項・施設設備一覧等 ※ 特色であることが明記されている印刷物等 

4 学校基本調査票（専修学校）・学校施設調査票「（高等学校等）」※ 平成25年から27年の3カ年分の調査票の写（各年5月1日現在）文部科学省統計調査 

5 学生数・教員数・施設・設備一覧 ※ 指定様式 学校の現況（5）学生数及び教員数、(6）施設の概要 

6 将来構想（中期構想・中期計画書・ビジョン）※ 3年から5年単位の構想・計画が明記されている文書等 

（
ー
 
 

運営方針・（〇〇年度）・事業計画書・重点目標 ※ 学校運営方針が明記されている印刷物・年度事業計画書・学校運営計画書等 

8 産学連携・関連業界との協定文書・委員会資料等 関連業界等との連携関係を確認する資料 

9 組織規程・組織図 ※ 学校の運営体制が確認できる資料 

10 意思決定に係る規程・事務分掌規程・業務マニュアル※ 事案決定に係る責任体制、権限の段階が確認できる資料 

11 会議規則・設置要綱・会議一覧・各種委員会名簿・会議録・審議録※ 方針等の周知、会議体の意義や意思決定への関与が確認できる資料 

12 教職員組織編成図、事務職員組織編成図 ※ 教職員の組織編制、責任体制が確認できる資料 

13 就業規則、人事規程、昇給・昇格・退職等規程 ※ 人事に関する規定、職種・常勤・非常勤ごとの採用基準、昇任、退職の基準が確認できる資料 

14 情報システムネットワーク図・システム業務規則 教職員、学生管理システムやネットワーク、セキュリテイ対策にっいて確認できる文書等 

15 設置法人寄附行為・理事会名簿 ※ 

教
育
活

動
 
学
修
成

果
  

16 学科毎の教育目標・育成人材像 

17 学生便覧・履修案内 ※ 平成26・．27年度用として学生に配布したもの 

18 教育課程（カリュキュラム）・授業時数表 ※ 学科、修業年限ごとの教育課程（カリュキュラム）、授業時間割 

19 教職員体制表、学級編成表・担任表・非常勤講師表 ※ 教育組織を体系的に整理したもの、常勤、非常勤の関連が確認できるもの 

20 教員名簿 ※ 指定様式 教員名簿 

21 履修要綱・学則 ※ 

22 授業計画・シラバス・コマシラバス・講義要項 ※ 科目ごとの計画が確認できるもの 

23 教育課程編成に係る文書・ガイドライン・教務委員会等会議録 教育課程の編成過程が確認できる資料、業界のニーズの把握が確認できる資料 

24 キャリアガイド、キャリアサポートプログラム キャリア教育に関する教材・資料 

25 授業評価の規程・授業評価アンケート結果・分析・改善状況報告書 

26 教職員の研修規程 研修体系、研修計画、研修結果が確認できる資料 

27 研究報告書・紀要 教員の研究活動と教育内容の関連が確認できる資料 

28 成績評価・卒業認定基準・学則・単位互換協定書 ※ 他校、専修学校以外、入学前の履修等評価の判定基準や位置づけが明確になっているもの 

29 取得資格にっいての案内・指導体制 教育課程上明確にになっている資料、資格認定機関、資格の有効性などを説明する資料 

30 学科別資格取得状況一覧・目標とする数値 ※ 指定様式 24年度～26年度の3カ年分 



学

生
支
援
・

教
育
環

境
 
募

集
と

受
入
れ
  

3
 
3
 
3
 
3
 
 

1
 
2
 
3
 
4
 
 

J
 
 

就職者数・就職率のデ一タ・進路決定状況・目標とする数値・指導・相談体制 ※ 指定様式 24年度～26年度の3カ年分 

卒業生の活動把握資料・就職先の調査資料 就職先へのヒアリング調査結果など卒業生の活動の把握状況が確認できる資料 

教育課程編成・教員研修・資格取得・就職等係る関連業界等との連携協定等 教育活動・学修成果等に係る関連業界等との連携関係を確認する資料 

奨学金制度要綱・奨学金募集要項・学費分納願・学費延納願いの様式 学生への配布プリント等周知状況が確認できる資料 

35  健康診断実施・結果デ一タ 健康診断の実態が確認できるもの 

36  健棄管理規程・健康管理体制・保健室設置要綱 健康管理体制が確認できるもの 

37  学生寮の案内・学生寮規約 

38  クラブ活動活動実績 課外活動の案内、実績が確認できる資料 

39  学生相談に関する規程・学生相談の案内 学生・留学生への相談体制に実態が確認できる資料 

40  退学状況のデータ・目標とする数値 ※ 指定様式 24年度～26年度の3カ年分 

41  保護者との連携体制 保護者との連携を明確に示す資料 

42  卒業生・社会人への支援体制 相談体制、同窓会組織に関する資料、社会人・就労学生への支援策を確認する資料 

43  実習・インターンシップ・海外研修にっいての実施要綱 教育課程との関連が確認できる資料、実績を示す資料、安全管理に関する資料 

44  【施設設備一覧】教育上必要な器械器具、模型及び標本、図書並びにその他の備品 ※ 厚生労働省指定様式 

45  消防計画・災害時（緊急時）対応マニュアル・避難訓練・防犯対策実施要綱 

46 入学者選要項、入学試験実施状況、面接要項 ※ 入学試験等実施体制が確認できる資料 

47  入学者数のデータ、合格者、辞退者のデータ 推移が確認できる資料 

48  学納金推移デ一タ 学納金返還にっいての取扱いが確認できる資料、学納金の推移が確言 できる資料 

49  	卒業後の支援、実習、インタ一ンシップ実施に係る関連業界等との連携協定等 卒業後の支援、実習等の実施にっいて関連業界等との連携を確認できる資料 

財
 

務
 

法
ム
  「
遵
 守
・

社
会
  

50  経理規程・財務規程※ 

51  法人及び学校別（部門別）資金収支計算書 ※ 過去3年分（26年度～24年度） 

52  l法人及び学校別（部門別）消費収支計算書 ※ 過去3年分（26年度～24年度） 

53  監査報告書（公認会計士監査意見書・公認会計士略歴）※ 過去3年分（26年度～24年度） 

54  法人の財産目録・貸借対照表※ 過去3年分（26年度～24年度） 

55  学校法人等基礎調査提出※ 過去3年分（26年度～24年度） 

56  当該年度予算書※ 26年度予算、理事会承認済みの予算 

57  	財務情報公開規程及び公開資料 

58  個人情報保護基本方針・規程 

59  自己点検・評価、学校関係者評価に関する規程 学則に規程があれば学則、改善へのソーしスを示す資料 

60 自己点検・評価書※ 学校関係者評価報告書 自己点検・評価報告書、公表した資料、 

61 学校ホームペ一ジ・学校案内 学校の教育情報の公開にっいて確認する資料 

62 生涯学習講座・地域連携講座実施要綱・募集案内 

地
域
貢
献
  

63 地域活動への貢献を示す資料 

64 留学生の募集、受人に関するデ一タ 留学生の受入方針、相談体制、進路指導、財政管理などが確認できる資料 

65 ボランテイア活動の案内、活動状況報告書 ボランテイア活動の支援等に関する資料 
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I 総 

基準1 教育理念・目的・育成人材像 

基準2 学校運営 
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且 中項目の評価結果 

基準1 教育理念・目的・育成人材像 

1-1 理念・目的・育成人材像 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 

基準2 学校運営 

2-2 運営方針・事業計画 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 

2-3 運営組織 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 
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2-4 学校運営における特色ある取組 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 

基準3 教育活動 

3-5 目標の設定 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 

3-6 教育方法・評価等 

〈特長として評価する点〉 

〈更なる向上を期待する点〉 
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基準1 教育理念・目的・育成人材像【評価部会】評価シート様式】 
	

〇〇専修学校 

【1-1】 理念・目的・育成人材像 

ロNo. 1：学生数及び教員数内訳表（指定様式）ロNo. 2 】施設の概要（指定様式） 

ロNo. 4 ：学則ロNo. 10 ．平成25年度学校運営方針 

ロNo. 11；学校法人〇〇学園中期目標・計画（平成26年度～30年度） 

ロNo. 35；平成25年度学校関係者評価委員会・報告・議事録ロNo. 36 】平成25年度教育課程編成委員 

会・名簿・議事録ロNo. 100：入学案内書ロNo. 103 】学生生活ガイド 

ロNo. 130【講義要項（参考例） 

参照資料 

評価ポイン
ト 

理念・目的・育成人材像の明確化、専門分野の特性の明示 

理念等に沿った課程、学科の設置の適切性 理念等の実現に向けた計画・方法の適切性

学生・保護者・関連業界等への公表方法と公表内容の適切性及び有効性 

関連業界等及び社会の要請に応じた見直しの適切性 

学科毎の育成人材要件の明確化、関連業界等のニーズとの適合性 

教育課程編成、教員採用、実習、教材開発等への関連業界との連携協力関係の適切性 

特色ある教育活動の適切性、特に職業実践教育への対応 

業界、職種等の動向を踏まえて中期的な構想の策定の適切性 
l 

~ 

小項目 

エ記 

1 理念・目的・育成人材像は、定められているか 

2 育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに適合しているか 

3 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 

1 
~ 

~ 

評価 

委員 

メモ 

（この欄は評価のポイントになる点、追加すべき資料など適宜記入してください。） 

【特長として評価する点】 

【更なる向上を期待する点】 
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訪問調査・ヒアリングシート 
	

【評価担当部会．学校あて事前通知する様式】 

基準大項目・中項目 追加資料 ヒアリング 確 認 内 容 摘 	要 

1
理
念

・
目
的
等
  

1-1 教育理念・目的・育成人材像 

2
 
学
校
運
営
  

2-2 運営方針・事業計画 

2-3 運営組織 

2-4 特色ある取組 

3-5 目標の設定 
I 

3 

教 

育 

活 

動 

3-6 教育方法・評価等 J I 

3-7 成績評価・単位認定等 

3-8 免許・資格取得の指導体制 

3-9 教員・教員組織 
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